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国立大学法人静岡大学事業報告書

「国立大学法人静岡大学の概略」

１．目標

大学の基本的な目標等

静岡大学は、未来を展望した、特色ある国際水準の教育研究を行い、学術・文化と産業・

経済の発展に寄与し、卓越した「知の拠点」としての大学を目指す。

【教育に関する基本的目標】

① 社会の様々な分野でリーダーとして活躍できる、高い専門性と多角的な視野をもち21

世紀の解決すべき問題を追求し続ける人間性豊かな人材を養成する。

② アジアをはじめ、諸外国との関わりの下で活躍できる豊かな国際感覚を身に付けた人

材を養成する。

【研究に関する基本的目標】

① 基礎から応用にわたり独創的な研究を推進するとともに、分野を超えた融合を図り、

学術の一層の発展に寄与する。

② 持続可能な地球環境を展望した研究を積極的に推進する。

【社会連携に関する基本的目標】

、 、① 文化 教育等の領域における地域との連携交流活動に積極的に参加することを通じて

「知の成果」を還元する。

② 産学官連携に積極的に取り組み、地域産業の発展を促す。

２．業務

【教育】

① 平成18年度導入に向け、平成16年度以降検討してきた全学教育科目の新カリキュ

ラムを策定した。

② 大学の目標であるリーダー養成教育の一環として、地域について学ぶ教育や地域

特性を活かしたフィールド教育を導入した。

③ ＡＯ入試とセンター試験を課さない選抜による合格者を対象としたオリエンテー

ションの実施と入学前準備教育を推進した。また入学前準備教育のため本学退職教

員を教育特任教授として委嘱した。

④ 静岡・浜松両キャンパスの学生サークル及び留学生交流の活性化を図るため、借

り上げバスを毎週土曜日に運行することとした。

【 】研究

⑤ 地域に密着した研究として、次のような課題研究を進めた。

・定住外国人の地域における共生に関する法政策的研究

・少子化・人口減少時代における地域設計
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・水質汚染が深刻な佐鳴湖の浄化プロジェクトへの参加

・次世代型食品産業の育成に関する研究－食品素材あるいはその精製物が持つ新た

な生理機能の解明－ 外６件

⑥ 産学連携業務を強化するため、新たに産学連携支援課を設置し、課長の人材を広

く民間から公募し登用することとした。

【社会との連携】

① 市民の知的要求に応えるため、新たに正規の授業料科目を市民が受講できる「市

民開放授業」を導入し、106名が受講した。

② 地域産業振興のため、浜松市と産学官連携に関する包括的な協定を締結した。

③ 大学発ベンチャー企業の平成17年度における設立会社は、以下のとおりである。

電子システムデザイン㈱

㈱ブルックマン・ラボ

セサミ・テクノロジー㈱

【国際交流】

① 既存の留学生センター及び事務体制を見直し、平成18年度に学術交流・学生交流

の２部門を備えた国際交流センターの設置を決定した。

【附属学校園】

① 附属学校園の設置形態を含めた基本的な将来構想等を策定するため役員会の下に

「附属学校園将来計画委員会」を設置することを決定した。

② 附属学校園の統一的運営及び全体改革を図るため、新たに附属学校園統括長職を

設置することを決定した。

【業務運営】

① 大学全体の経営戦略確立の強化を目指して、役員会の下に新たに４つの組織を整

備した。

② 平成１８年度自然科学系新大学院（博士課程後期）の設置を決定し、専任教員へ

のインセンティブを明確に示すとともに大学院の全般的な改革を行った。

③ 平成１８年度国際交流センターの設置を決定し、学術交流・学生交流の拠点を形

成し、学長管理ポスト１を学術交流部門への配置を決定した。

④ 研究の円滑な実施のため、研究資金の一時立替金制度（１億円）を導入した。

⑤ 競争的配分経費（プロジェクト公募型）として総額１億円を確保し 「画像ナノ、

エレクトロニクス研究創出事業」などへのプロジェクト研究に重点配分した。

⑥ 若手研究者及び萌芽的研究を支援するため、競争的配分経費（学長裁量経費）と

して総額１億５千万円を措置した。事務組織の再編の検討を進め、平成17年10月か

、 。ら事務局にチーム制を導入し 効率的な業務の執行に適した柔軟な体制が実現した

【財務内容】

① 役員会の下に人件費改革ＷＧを設置し、国の総人件費改革の実行計画を踏まえ、

来年度以降平成21年度までに概ね４％の人件費の削減計画を決定した。

平成17年度定員削減数：教員５人、事務系職員４人

② 事務組織の再編の検討を進め、平成17年10月から事務局にチーム制を導入し、効

率的な業務の執行に適した柔軟な体制が実現した。
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③ 他の国立大学法人に先駆け、公用・使用に併用できる法人カードを導入し、物品

等の柔軟な調達方法を可能とした。また、法人カード導入により、事務の効率化及

びセキュリティー管理の一元化が可能となった。

【自己点検・評価及び情報の提供】

① 評価会議において、教育、研究、社会連携、管理運営の４分野における教員の個

人 評価に関する基本方針等を策定した。

【その他業務運営】

① 全学における建物の耐震性能、キャンパスライフラインである受電設備等の基幹

設備の安全性能を確認し、屋内運動場等７施設の耐震補強整備を行った。

② 地域と一体となった防災体制を強化した。

・防災・ボランティアセンター主催の一般市民向け地震防災セミナーを実施した。

・静岡県地域防災の日に学生と静岡キャンパス地元町内会による合同の防災訓練を

実施した。

３．事務所等の所在地

静岡県静岡市

４．資本金の状況

４９,２６２,９５８,１７２円（全額 政府出資）

５．役員の状況

役員の定数は、国立大学法人法第10条により、学長１人、理事４人、監事２人。任期は

国立大学法人法第15条の規定及び国立大学法人静岡大学長選考会議規則並びに国立大学法人

静岡大学理事規則の定めるところによる。

役職 氏 名 就任年月日 主な経歴

学長 天岸 祥光 平成16年４月１日 平成11年４月静岡大学理学部長
～平成19年３月31日 平成15年４月静岡大学長

理事 渡邉 隆 平成16年４月１日 平成11年４月東京工業大学事務局長
～平成19年３月31日 平成13年７月沼津工業高等専門学校長

理事 芳賀 直哉 平成16年４月１日 平成５年４月静岡大学教授教養部
～平成19年３月31日 平成７年10月静岡大学教授農学部

理事 石井 仁 平成16年４月１日 昭和59年10月静岡大学教授工学部
～平成19年３月31日 平成13年４月静岡大学工学部長

理事 佐藤 誠二 平成16年４月１日 平成７年４月静岡大学教授人文学部
～平成19年３月31日 平成15年４月静岡大学学長特別補佐

監事 愛野 明宣 平成16年４月１日 平成12年４月静岡県企画部理事
～平成18年３月31日 平成13年４月財団法人静岡総合研究機構
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専務理事
監事 飛田 隆三 平成16年４月１日 平成12年４月日本私立学校振興・共済事

～平成18年３月31日 業団常務理事
平成14年１月学校法人日本女子大学財務

部長

６．職員の状況

教員 ８６８人（学長、理事を含み、監事は除く ）。
職員 ３５８人

７．学部等の構成

人文学部、教育学部、情報学部、理学部、工学部、農学部

人文社会科学研究科、教育学研究科、情報学研究科、理工学研究科、農学研究科、

電子科学研究科、法務研究科

電子工学研究所

８．学生の状況

総学生数 １１，０７５人

学部学生 ９，５６７人

修士課程 １，３１５人

博士課程 １６２人

専門職学位課程 ３１人

９．設立の根拠となる法律名

国立大学法人法

１０．主務大臣

文部科学大臣

１１．沿革

本学は、広く学術・文化の基礎及び応用を教授・研究し、平和的な国家及び社会の建設に
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有為な人材を育成することを目的・使命として、昭和２４年５月３１日に、静岡・浜松両市

を拠点とする静岡県初の４年制大学として設置された。当初は、静岡市に置かれた文理学部

と教育学部、浜松市に置かれた工学部の３学部で構成された。その後、学部等の改組や新設

があり、人文、教育、情報、理学、工学、農学の６学部と人文社会科学、教育学、情報学、

理工学、農学、電子科学の６大学院研究科、専門職大学院の法務研究科、電子工学の１附置

研究所、８学内共同教育研究施設を有する総合大学となっている。

本学のキャンパスは、好対照をなす二つの都市に存する。静岡市は行政と商業の中心であ

、 。 、 、 、り 浜松市は常に新たな産業創成の中心である 静岡キャンパスには 人文学部 教育学部

理学部、農学部、４大学院研究科（人文社会科学、教育学、理工学、農学 ）及び法務研究、

科があり、浜松キャンパスには、情報学部、工学部、３大学院研究科（情報学、理工学、電

子科学）及び電子工学研究所がある。

１２．経営協議会・教育研究評議会

○ 経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

石村 和清 ヤマハ株式会社相談役
沖吉 和祐 独立行政法人日本学生支援機構理事
北原 和夫 国際基督教大学教授
杉田 豊 学校法人静岡文化芸術大学副理事
多賀谷 澄芳 パルステック工業株式会社取締相談役
角田 由紀子 弁護士

○ 教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

松田 純 静岡大学人文学部長
三橋 良士朗 静岡大学人文学部教授
今野 喜和人 同上
金井 省二 静岡大学教育学部長
石井 潔 静岡大学教育学部教授
山崎 準二 同上
南 利明 静岡大学情報学部長
伊東 幸宏 静岡大学情報学部教授
杉山 融 同上
相原 惇一 静岡大学理学部長
加藤 憲二 静岡大学理学部教授
村井 久雄 同上
中村 高遠 静岡大学工学部長
岡村 静致 静岡大学工学部教授
大坪 順次 同上
碓氷 泰市 静岡大学農学部長
高木 敏彦 静岡大学農学部教授
滝 欽二 同上
田中 滋康 静岡大学理工学研究科長
神藤 正士 静岡大学電子科学研究科長
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大江 泰一郎 静岡大学法務研究科長
福田 安生 静岡大学電子工学研究所長
小和田 哲男 静岡大学附属図書館長

「事業の実施状況」

Ⅰ．大学の教育研究との質の向上

１．教育に関する実施状況

（１）教育の成果に関する実施状況

年度計画 計画の進捗状況

現行カリキュラムの英語Ⅱ ・各学部専門教育との有機的連関を重視した全学教育科目

に実用英語科目を導入し、 カリキュラム案を作成し、平成18年度から実施すること

平成18年度からの新カリキ とした。

ュラム実施に向けて準備を

進める。

各学部固有の教育の特色を ・全学教育科目に関して、学部独自の専門教育との連携を

生かした教育カリキュラム 配慮したカリキュラム構成を図った。

案を策定する。

フィールドワーク等、実体 ・工・農学部では全学教育科目のなかで、また、人文・教

験教育、コミュニケーショ 育・情報・理学部では学部専門科目として多数のフィー

ン教育に配慮した教育の準 ルドワーク科目を開設し、全学的に座学から教室外での

備を進める。 学習科目を増設した。

・人文学部では、フィールドワーク教育の平成18年度実施

に向け、次のような試行的取り組みを行った。

・１年次後期に「フィールドワーク基礎演習」を開講し、

地域において観察、インタビュー等によるフィールドワ

ークを実施している。研究発表会を行い、学生間及び学

生・教員間の活発なコミュニケーションを図り、発表の

成果を冊子にまとめた。

・Sensory Language Experience（通称「座頭吉ゼミ ）を」

開催したり、中国語学習者のための「外国語学習の動機

づけを促す教育諸活動の企画と運営」プロジェクトなど

を立ち上げた。

・教育学部では、平成18年度入学生のカリキュラムから、

教育現場での体験的実習を含む授業科目として「教職体

験入門」を開設することとした。
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・情報学部では、新カリキュラムの２年次実施により、フ

ィールドワーク（科目名フィールドリサーチ）及びコミ

ュニケーション教育科目（科目名アカデミックライティ

、 ） 。ング イングリッシュディベート等 が大幅に増加した

・農学部では、フィールド科学実地演習における自主研究

を展開し、問題発見･解決能力の向上を図った。

企業や社会の現代的ニーズ ・平成18年度から実施される全学教育科目カリキュラムの

に対応した科目や高度な専 なかで「キャリアデザイン」を、全学部１年次（工学部

門知識を習得できる科目の は２年次）対象に開講することを決定した。

充実を図る。 ・人文学部では、インターンシップの事前指導と事後指導

の充実も含め職業教育、キャリア形成教育の拡充を図っ

ている。また法学科では公務員志望者を対象とした、現

場から学ぶ「公務労働の世界」を平成18年度より実施す

るカリキュラムに組み込んだ。また、さまざまな職域の

専門家を招いて講演会を開催した。

・工学部では、企業人を招聘し、オムニバス方式の経営工

学の講義を実施した。

大学院を見据えた学部教育 ・人文社会科学研究科に「飛び級」制度によって進学させ

について検討を始める。 る体制整備を開始した。

・教育学部では、教職大学院設置に向け、学部再編と新た

なカリキュラムの構築について検討を進めた。

・情報学部では、大学院改革ＷＧにおいて学部教育との連

動性を進める具体化案の策定に向け検討を始めた。

評価会議と大学教育センタ ・評価会議と大学教育センターにおいて、学生の学力や資

ーとの連携により、卒業生 質・能力について教育の効果及び成果を卒業生及び就職

及び就職先の評価による教 先の評価（アンケート形式）により検証することを決定

育成果の検証システムの平 し、基本方針を策定した。

成18年度導入を目途に基本 ・人文学部夜間主コースの教育の成果を検証するため、卒

設計を構築する。 業生３学年198名を対象としたアンケート調査を実施し、

調査結果を冊子にまとめた。

（平成18年度から実施） ・外部評価を受けるために資料等の準備を開始し、平成18

～19年度中に評価項目の洗い出しを行うこととした。

個別指導を充実させるほ ・各研究科の取り組みは、次のとおり。

か、実務経験者、企業研究 ・人文社会科学研究科

者等による指導を行い、高 平成18年度から、臨床人間科学専攻のなかに共生社会
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度な専門的知識を習得させ 学コースを立ち上げ、臨床心理士資格養成に加えて、

、る。 専門社会調査士資格を修得するシステムを取り入れて

カリキュラムの充実を図った。臨床人間科学専攻では

対人援助専門職が実際に直面する法と倫理問題に焦点

を据えて、実践的な授業を展開してきた。

・情報学研究科

社会人リフレッシュ教育特別コースの学生対象に実務

経験者による授業を開講し、他コースの学生も受講で

きるようにした。

・理工学研究科

産業技術総合研究所及び宇宙航空研究開発機構（ＪＡ

ＸＡ）と連携大学院協定を締結し、院生（１名）が直

接研究指導を受け、高度な専門的知識を習得した。

・工学研究科（平成18年度設置）

事業開発マネジメント専攻を設け、主として社会人を

対象に実務経験者による授業を開講することとした。

国際学会・シンポジウムへ ・各研究科生の参加・発表状況は、次のとおりである。

の参加・発表等を積極的に 参加 発表 旅費の補助

推進し、国際的水準の高度 情報学研究科 16件 9件 有

な専門知識を習得させ、研 農学研究科 2件 2件 有

究開発能力の向上に役立た 理工学研究科 7件 91件 有

せる。 電子科学研究科 37件 34件 有又は無

・国際会議で最優秀賞の発表をした学生

第15回国際オストラコーダシンポジウム、シルベスタ

ー・ブラッドレイ賞受賞

評価会議において、卒業生 ・評価会議において、学生の学力や資質・能力について教

及び就職先の評価による教 育の効果及び成果を卒業生及び就職先の評価（アンケー

育成果の検証システムの平 ト形式）により検証することを決定し、基本方針を策定

成18年度導入を目途に基本 した。

設計を構築する。

（２）入学者受け入れに関する実施状況

各学部、研究科等の求める ・各学部の求める学生像を明確にした。

学生像を明確にし、広く情 ・情報公開として次のような取り組みを行った。

報を公開するとともに、そ ホームページの充実

れにふさわしい入試を実施 オープンキャンパス、高校訪問、土曜進学相談会の実施
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する。 高校からの生徒、教諭、ＰＴＡなどの学部見学開催

・ふさわしい入試の実施として次のような取り組みを行っ

た。

ＡＯ入試の導入拡大、 推薦入試の導入拡大

【改善事項】

・各学部の求める学生像を明確にし、公開については、平

成18年度早期に本学公式ホームページに掲載することと

した。

全学入試センターを中心 ・すべての学部で推薦入試を実施。併せて、専門高校枠も

に、専門高校からの推薦入 全学的に拡充した。

試の拡充等、受験生を多数 ・受験生を多数確保するための対策として次のような取り

確保するための対策を講ず 組みを行った。

る。 ・学部説明会、土曜進学相談会に積極的に参加

・夏季オープンキャンパスの開催（午前・午後２部制の

導入）

・人文、情報、工学、農学部で編入学試験実施

【改善事項】

・平成17年度の出願者数が激減したことから、その対応策

の一つとして、静岡県内の大学が加盟する大学ネットワ

ーク静岡において、合同説明会を開催することを決定し

た。

入試制度の多様化、入学機 ・多様な学生を受け入れるための入試改革を次のとおり行

会の拡充及び長期在学制度 った。

の導入等により、留学生、 ・推薦入試枠の拡大

社会人等を含む多様な学生 人文学部：社会、法

を受け入れる。 教育学部：家庭科、音楽

情報学部：情報科学、情報社会

・ＡＯ入試枠の拡大

人文学部：経済

工学部：電気・電子

・専門高校枠の新規導入

工学部

・過去３年間の入学状況は、次に示すとおり多様な入試に

より学生を受け入れた。

区分 AO 推薦 社会人 留学生 計一般 選 抜 帰 国子 女

16年度 1,831 46(7) 273(9) 2 68 36 2,256[1]

17年度 1,763 57(10) 281(10) 0 55 25 2,181[1]

18年度 1,601 60(10) 348(20) 0 44 16 2,069[0]
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（ ） 、 、［ ］※ については 専門高校枠による入学者数を

については、障害者の入学者数を、内数で示す。

選抜制度別の入学生の学習 ・全学入試センターの入学者選抜方法研究部会で全学的な

状況、進路等について追跡 テーマ、学部固有のテーマを設定し、調査研究結果を発

調査を行い、選抜方法の改 表した。

良と適正化を図る。 ・年内合格者（ＡＯ入試、センター試験を課さない推薦入

試による合格者）を対象としたオリエンテーションの実

施と入学前準備教育を推進した。

・入学前準備教育のため本学退職教員を教育特任教授とし

て委嘱した。

（３）教育内容等に関する実施状況

共通科目シラバスに「予習 ・全学教育科目及び学部専門科目とも、シラバス様式を統

復習 に関する項目を設け 一し 「予復習」欄を設置した。また、実用英語教育で」 、 、

平成18年度新カリキュラム はＣＡＬＬを利用する学生に対し自習課題を指定した予

に向けて、時間割の編成作 復習を課した。

業等を進める。 ・新カリキュラムに向けて、全学教育科目と学部専門科目

の有機的連携を図りつつ、時間割の編成作業を進めた。

カリキュラム改正案及び高 ・平成18年度から専門高校入学者のみならず、高校での未

校教育を補完する授業科目 履修科目の「補習授業」を１年次前期に開設することと

（理系科目）を確定させ、 した。

平成18年度実施に向けた準 人文学部： 経済数学Ⅰ 「経済数学Ⅱ」の開設「 」、

備を行う。 情報学部：数学、物理科目の実施

理 学 部： 物理入門」の開設、数学の習熟度別クラス「

編成

工 学 部：理系科目の課外補習授業の実施、専門高校の

数学教育の実態調査の実施

【改善事項】

・高校教育を補完する理系授業科目を平成18年度から開講

することとした。

卒業後の進路をふまえた教 ・キャリア教育推進プログラムとして３年次に各学部にお

育プログラムにより、イン けるインターンシップを組み込んでいる。また、同窓会

、ターンシップを積極的に取 ・ＯＢ等実社会経験者をキャリアアドバイザーとして迎え

り入れる。 インターンシップ及び就職活動に関するカウンセラーを

委嘱している。
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・インターンシップの参加学生数及び単位制度の導入状況

は次のとおりである。

区分 人文 教育 情報 理学 工学 農学 計

17年度 57(3) 26(1) 23(1) 0 60(4) 77(4) 243(13)

※( )書は、単位制度を導入している当該学部の学科又は

課程の数を示す。

教育検討会議及び各学部に ・全学的体制

おいて、総合的教育プログ 教育検討会議では、平成18年度に向け教養教育新カリキ

ラムの検討を進める。 ュラムに「キャリア形成科目」及び「フィールドワーク

科目」を設定した学士課程教育プログラムの策定を行っ

た。

・各学部の状況

人文学部：法学科・経済学科で法学、経済学への導入と

なる教材を作成し、教育プログラムの基盤と

して活用。

情報学部：学部の新カリキュラムに対応した大学院の教

育内容・体制を検討中。

工 学 部：学部で基礎力と応用力、大学院で研究力をつ

ける体系的カリキュラムに変更。

国際的通用性・共通性を有 ・平成17年度から、ＴＯＥＩＣ等の得点により、共通科目

するカリキュラム編成に努 「英語」の単位として認めた。また、ＪＡＢＥＥに対応

めるとともに、国際標準が するために共通科目シラバスに「成績評価基準」や「予

ある分野では教育目的に合 復習」欄等に必要な項目を設けた。

致する限り、積極的に認定 ・人文学部では、国際的な活動に従事するために必要とさ

を受ける。 れる最低限の読解力を身につける目的で「経済英語Ⅰ・

Ⅱ」を２年生に開設した。また、国内・国外のビジネス

シーンで必要とされる語学力・ディスカッション能力を

身につける目的で、18年度から３年生に「ビジネス外国

語Ⅰ・Ⅱ」を開設することとした。

学生の関心と学習目標に応 ・全学教育企画委員会で他学部授業の履修状況及び転学部･

じて、他学部の授業の履修 転学科の実施状況について平成16年度に引き続き調査を

を奨励するとともに、大学 行い、奨励･改善策を検討した。広い専門知識の習得の機

教育センター会議及び学部 会を拡大すること、入学後の進路変更の可能性を広げる

において、転学部・転学科 措置の検討を行った。

制度の改善に向け検討を進 ・教育学部：学部のカリキュラム検討委員会において、教

める。 員希望の他学部学生と教育学部の専門志向の

学生の「交換転学部制度」を構想
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・情報学部：他学部の授業の履修を奨励する方法として全

学開放科目を選定

・農 学 部：積極的に受け入れ態勢を図るため、内規の申

し合わせを承認し、受け入れ学生数の拡大を

図った。

静岡大学の置かれた地域に ・人文学部：地域の人たちと学ぶ 「フィールドワーク」、

ついて学ぶ教育や地域特性 科目の導入。寄付講座「静岡の文化 「情報意匠論」の」

を活かした教育を導入す 開講。市民と本学教員・学生で作る通称「天晴れ会」の

る。 協力の下、静岡の文化の掘り起こし、多くの市民が参加

し成果発表会を開催。学生たちが運営主体となって、一

般市民から学ぶ「天晴れ門前塾」を開講。OHYAプロジェ

クトで大谷地区住民と大学との交流を深める活動を展開

したた。

情報学部： コンテンツマネジメント 「フィールドリ「 」、

サーチ」など地域の産業・文化にふれる教育・研究を充

実させた。

理 学 部：地域に出向いて地域特性を学ぶ授業「生物環

境科学野外実習Ⅰ」を展開した。

工 学 部：佐鳴湖の水質汚染問題など身近な環境問題を

取り入れた授業を導入した。

農 学 部： フィールド科学実地演習」において地域フ「

ィールドを題材とした自主研究を展開。地元のＮＰＯな

どの協力を得てフィールド科学演習を導入した。

理系学部、学科の学生に十 ・平成18年度から全学教育科目カリキュラムに「理系基礎

分な基礎学力を習得させる 科目」をおき、高校での未履修者向けクラスと既修者ク

ため、学部横断的に展開す ラスを開設することとした。

るカリキュラムの実施に向

け準備を進める。

県内の公私立大学等と連携 ・県内の公私立大学等と連携した共同授業と連携講義を次

した共同授業・遠隔講義等 のとおり実施した。

を推進する。 共同授業

①浜松医科大学外6大学2短期大学部

②151

③ 26(静大認定者)

連携講義

①浜松医科大学外1大学1短期大学部 １研究所

② 49



- -13

③ 10(静大認定者)

※①は参加大学、②は受講者数、③は単位取得者数

・県内の公私立大学等との単位互換協定の締結状況は、次

のとおり。

・静岡県立大学と静岡大学

・静岡文化芸術大学と静岡大学

・静岡産業大学情報学部と情報学部

シラバスに、予復習に関す ・平成17年度シラバスに予復習の項目を明記した。

る事項を明記するよう全学 ・平成18年度からシラバスの様式を全学統一し、予復習の

的に周知徹底させる。 欄を設定することとした。

・人文学部社会学科、工学部システム工学科の一部授業科

目では講義内容をウェブ上に公開し、復習用の資料とし

て活用できるようにした。

工学系のものづくり教育 ・各学部等で、学生参加型授業を次のとおり実施した。

等、学生参加型授業を積極 人文学部：講義と学生参加型の演習・実習を組み合わせ

的に推進する。 た教育を展開し、学生発表会を行い、優秀者を学科賞や

研究奨励賞で顕彰し、学習動機を高めた。

教育学部：学校教育実践研究の授業において、静岡市立

「 」 、富士見小での教育体験活動に 振り返りの会 を加えて

学部生・大学院生・小学校教員・大学教員による共同検

討会を実施した。

工 学 部：平成18年度から全学教育科目のなかで 「工、

学基礎実習 「創造教育実習」を開設することを決定し」、

た。

マルチメディア視聴覚シス ・学生講師による「学生にとって見やすいＰＰＴ」講習を

テム等、様々なメディアを 実施した。

活用した教材を用いた授業 ・情報学部と教育学部の連携により 「情報と社会 「大、 」、

のあり方を研究する。 学を考える」をコンテンツ化した。

・総合科目「エネルギーと環境」で、e-Learningによる授

業を展開した。

・全学ＦＤ活動の一環として、コンピュータを活用したパ

ワーポイントによる教材提示のあり方に関する講習会を

実施した。

・情報学部では、文工融合の特色を生かし，文系教員のコ

ンテンツを工系の教員がマルチメディア化する試みを実

施した。

・理学部では、講義室に液晶プロジェクターを設置し、Ｄ
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ＶＤの使用もできる教室を確保するとともに、各講義室

に無線ＬＡＮを設置した。

全学的に、実習・フィール ・平成18年度から、工学・農学部がフィールドワーク科目

ドワークなど体験的授業の を全学教育科目として開講するほか、人文・教育・情報

単位化を進める。 ・理学部は既存専門科目として開講することとした 。。

・情報学部では、ＩＤプログラムにおいてフィールドワー

クを中心とした体験的授業を大幅に増やし、ＣＳプログ

ラムでは夏休みのインターンシップを実施し、ＩＳプロ

グラムにも拡大することを検討中である。

、 。少人数教育等、個々の学生 ・各学部の少人数教育等の取り組みは 次のとおりである

に対するきめこまかな指導 人文学部

体制の充実を図る。 ・法学科において、平成17年度入学生より卒業研究を単

位化した （他の学科においては、既に単位化済み）。

・平均的な単位取得を下回る学生や留年を繰り返してい

る学生を年２回、教務委員会でリストアップし、各指

導教員からの指導を行った。

・今年度から年に２回、学生の同意を得て保証人への成

績表の送付を行った。

教育学部

、 。履修者の多い教職関連授業科目では分割して 実施した

情報学部

教員が単位不足の学生を把握するための情報交換の仕組

みや単位不足の学生が定期的に指導教員を訪問する仕組

みを整備した。

理 学 部

１年生から，少人数（10～15人）担任制や副担任制を導

入し、きめ細かな指導を実施した。

工 学 部

・工学英語は全教員による少人数教育を実施した。

・留年生で、成績不振等の学生に対して本人・保護者を

通して、科目履修予定、授業態度、日常の生活態度な

どのきめ細かな助言・指導を行った。

農 学 部

現行のクラス担任制を補完する指導教員制などの充実策

の検討を始めた。

厳正な成績評価を実施する ・平成18年度から新たな「成績評価」システムを全学的に

ために、授業のねらいの明 実施することとし、学則の改正及び「単位認定等に関す
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確化と、評価基準、評価方 る規程」を制定した。

法の在り方について、大学

教育センターで素案を作 (成績評価)

成する。 第4条 成績の評価は 「秀 「優 「良 「可」及び、 」、 」、 」、

「不可」の評語で表し、100点満点中90点以上を「秀」

80点以上90点未満を「優 、70点以上80点未満を「良」」

60点以上70点未満を「可 、60点未満を「不可」とし、」

「秀 「優 「良」及び「可」を合格とし 「不可」を」、 」、 、

不合格とする。

２ 前項の規定のほか、授業科目によっては 「合」及、

び「否」の評語で表すことができることとし 「合」、

を合格とし 「否」を不合格とする。、

（出典：静岡大学単位認定等に関する規程）

・学部独自では、次のような取り組みを行った。

人文学部：経済学科において、複数教員が担当する科目

について、授業内容・進度・テスト・評価基準を統一し

た。

工 学 部：複数の学科において、専門科目を複数担当と

し、シラバスの作成、成績評価及びその責任を複数で担

当することとした。

、総合的な成績評価制度の導 ・平成18年度から新しい成績評価方式を実施することとし

入について検討を重ね、成 「単位認定等に関する規程」を制定し、特に優秀な学生

績評価法の改正案を策定す に対する評価として「秀」を設けた。なお、ＧＰＡ制度

る。 についての中間検討結果を得たが、翌年度に向けて継続

的課題である。

・各学部では、次のような取り組みを行った。

人文学部：総合演習やフィールドワーク基礎演習のよう

、な学生による試行錯誤の過程を重視した授業においては

学生自身に毎回の授業に関する活動記録等を作成させる

ことにより、達成度による成績評価ではなく、過程を重

視した成績評価を行った。

情報学部：各担当教員の成績評価方法を教員間で開示し

共有した。

他大学出身者や社会人入学 ・各研究科において、次のような取り組みを行った。

者向けの大学院導入科目の 人文社会科学研究科：他大学研究科との単位互換、市街

充実、それぞれのニーズに 地中心部でのサテライト授業によって、大学院生のニー

応じた体系化されたカリキ ズに応えた。
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ュラム編成に向け、検討 情報学研究科：社会人リフレッシュ特別コース（５名定

を進める。 員）を昨年度から導入し、社会人入学者のための特別導

入科目として数学、プログラミング、ネットワークを提

供している。

自然科学系新大学院の平成 ・教育分野に特化した新大学院（自然科学系教育部）が、

18年度設置に向け、新たに 平成18年度設置認可された。

組織する教育部構想の具体 ・養成する学生像

化を図る。 幅広い素養を持ち、深い専門知識と知力を身につけた

先端技術者･研究者を養成

・教育研究分野を特化

光電子工学・情報科学(浜松)、環境科学・バイオ科学

(静岡)

・短期集中型講義を導入

専門科目の間口を広げた専攻毎の「総論 、基礎的共」

通科目 「新領域」科目によるＴ型指向の教育を実施、

・教員組織と学生組織を分離

時流の変化に即した柔軟性のある組織運営、教育編成

が可能

・特別研究（必修３単位）にインターンシップを導入

シラバスに、授業内容、成 ・各研究科において、シラバスに、授業内容、成績評価方

績評価方法等を明記する。 法等を明記した。

（４）教育の実施体制等に関する

全学的見地に立って各部 ・国際交流センターの組織強化のため、国際交流担当の副

局、センター等に教職員を 学長を配置するとともに、マネジメント担当の助教授を

戦略的に配置する。 配置することとした。

講座制の見直しや教員の柔 ・各学部において、次のような取り組みが行われた。

軟な配置を図る。 人文学部：講座別の人事を廃止し 「人事管理委員会」、

を設けて全学部的に柔軟かつ機動的に人事を行う体制を

整えた。

教育学部：全学部的見地から教育実践総合研究センター

に新たに設置した対外連携部門に任期制教員１名を配置

した （県教委から派遣された教員を充てた ）。 。

情報学部：学部全体の教育研究を勘案して柔軟な人事を

進めるための人事委員会を設けた。
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理 学 部：学科別の教員定員管理を廃止し 「人事管理、

委員会」を設け学部全体でバランスのとれた人事管理を

進めた。

受講者の多い実験・演習科 ・受講者の多い、またアドバイスを多く必要とする講義・

目においては、原則として 実験・演習科目に優先的にティーチング・アシスタント

ティーチング・アシスタン を配置し、教育活動を支援するための体制を整えた。

トを付けるなど教育活動を ・雇用状況(延べ人数)は、次に示すとおりである。

区 分 人文 社会 科学 研 究科 教 育学 研究 科 情報 学研 究科 理 工学 研 究科 農 学研 究科 電 子科 学研 究科 計支援するための体制を整え

る。 17 37 49 41 246 140 5 518年 度

大学教育センターＦＤ資料 ・大学教育センターＦＤ資料室の関係資料を整備充実し

室の資料を拡充し、メディ た。

ア教材の有効活用を進め

る。

附属図書館において学習用 ・附属図書館委員会の下に設置された学生用図書選定部会

図書等資料類の系統的整備 (本館:各分野の担当教員等29名、分館:各分野の担当教員

を行う。 等25名)において検討し、附属図書館備付学生用図書を選

定・整備した。

コンピュータ・リテラシー ・大学教育センター内に設置したe-Learning推進室を中心

教育やe-Learningのための に、静岡・浜松両キャンパスにおいてe-Learningのカリ

施設設備を改善する。 キュラム開発を進めるとともに、全学的な基盤システム

についても検討を進めた。

・各学部等において、次の取り組みが行われた。

人文学部：無線ＬＡＮを使用できる研究室や法情報室を

整備した。

情報学部：ウェブベースの英語教材を導入した。

理 学 部：e-Learningのため各講義室に無線ＬＡＮの端

末を設置した。高校教科「情報」の課程認定に伴い、数

学科に情報端末室を新設した。

工 学 部：教室に情報コンセントを設置し、常時ノート

パソコンの使用ができる環境を整えた。

電子科学研究科：e-Learningのためのテレビ会議システ

ムの導入を進めた。

シラバスの電子化を進め ・既に大学教育センターのＨＰに掲載しているが、平成18

る。 年度からは様式を統一して全学部のＨＰに掲載すること

にした。
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学生への掲示・呼び出し等 ・学生への掲示・呼び出しを一部電子化し、さらに学生と

の電子化等、学習環境の電 のアクセスにおいて電子・ネットワークシステムの導入

子・ネットワーク化を充実 に向け検討を進めた。

させる。 ・各学部等において、次の取り組みが行われた。

人文学部：休講掲示をウェブに掲載し、携帯電話から見

られるシステムを導入した。

理 学 部：学部玄関にモニター画面をつけ、一部電子化

を進めた

学部・学科の壁を越えた授 ・全学教育企画委員会で前年度に引き続き、学部・学科の

業科目の履修を可能とする 壁を越えた履修促進に向けた検討を行った。現状におい

ための具体的方策を平成18 て実現可能な方策として 「全学開放科目」を設定した。、

年度実施に向け大学教育セ 人文学部：他学科教員による授業を学部共通科目として

ンターを中心に検討する。 設置

情報学部：他学部・他学科の修得単位を６単位まで卒業

要件単位として認定

理 学 部：学科の壁を越えた放射化学教育を実施、他学

部・他学科の授業単位を授業科目として認定

農 学 部：他学部、他学科の授業単位を８単位まで認定

【改善事項】

・ 全学開放科目」を設定することにより、学部・学科の「

壁を越えた履修を一部可能にした。

（５）学生への支援に関する実施状況

、修学上の諸問題についての ・学修及び生活面での教員による指導の徹底化を図るため

「 」 、相談・指導・連絡体制を整 全学学生委員会において 指導教員の手引き を作成し

備する。 全学部に配付した。

・大学教育センター及び浜松キャンパス（情報・工学部）

で学期初めに履修相談を実施した。

・オフィスアワーは、全学のシラバスに明記することにし

た。

・授業メール相談の利用状況

平成16年度：23件

平成17年度：33件

・各学部等において、次の取り組みが行われた。

人文学部： 指導教員の手引き」により指導学生に対し、「

少なくとも年２回は個別面談を必ず行い、教務上及び生
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活上の相談にのっている。内容は「学生カード」に記入

し、継続的に指導助言していくシステムを導入した。

情報学部：年２回の履修ガイダンスを１年生から４年生

まで学年別に実施した。教務委員が全員の成績表をチェ

ックし，赤マーク，黄色マークを貼った成績表を履修ガ

イダンスで渡し，学生に個別指導した。ガイダンスに出

席しない学生に対しては，別途，学生委員会経由で指導

教員に成績表を配布して個別指導を依頼した。浜松工業

会の協力で保護者懇談会を４地域で実施した （面接保。

護者総計80名）

工 学 部：修学面での相談助言体制充実のため、浜松工

業会（工学部・情報学部同窓会）の協力で保護者との個

別面談を４地域で実施した（面談保護者総計210名 。）

自主的学習を支援する環境 ・附属図書館と総合情報処理センターが協力し、情報端末

（施設・設備等）の充実を の整備拡充、自主的学習での利用拡大を引き続き実施す

図る。 るとともに、大学会館に自習室を設置した。また、厚生

施設等の施設整備と利用拡大について検討を進めた。

・各学部等において、次の取り組みが行われた。

情報学部：本年度で自主的学習環境の整備は、ほぼ完了

した。

理 学 部：全講義室にエアコンを導入した。

工 学 部：各学科から建物有効利用の目的で、部屋を拠

出し、多数の大小のセミナー室など自習スペースを確保

した。平成18年度から数学の質問を受け付ける「数学の

広場」を開設することとした。

留学生センター：留学生が空いている時間帯に自主的に

日本語学習ができるように、コンピュータ教室のパソコ

ンに必要なソフトをインストールしていつでも利用でき

るようにした。

【改善事項】

、 、・学生の自習スペースを確保し エアコンを導入するなど

自主的学習環境の整備を進めた。

学業成績優秀者に対する表 ・本年度から学業成績優秀者について、学長表彰を実施す

彰制度の積極的な運用を図 ることとなり、表彰は卒業式において行うこととした。

る。 ・各学部等において、次の取り組みが行われた。

人文学部：学生発表会で優秀者を学科賞や研究奨励賞で

顕彰した。今年度卒業生から、成績優秀者を表彰した。

教育学部：学業成績等優秀者を表彰した。
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情報学部：学習奨励賞を設け表彰した。

理 学 部：学業成績優秀者に対する学部長表彰制度を新

設した。

工 学 部：浜松工業会（同窓会）の支援により、成績優

秀者（各学科２～３名）に学習奨励賞を授与した。村川

奨学金制度を設立し、経済状況、入学の目的等、面接審

査の上、１年生５名に支給した。

農 学 部：学業成績を一定基準で数値化し、優秀者を表

彰した。

学生モニター制度やオピニ ・授業に対する学生からの要望等を受け入れるために「授

オンボックスを活用して、 業相談室」を開設し、さらに来室が困難である学生のた

学生のニーズを把握する。 めに授業改善に関する要望等を受け付ける専用メールア

ドレスを設けて対応することとした。

・オピニオンボックスにカリキュラム・授業改善、教育環

境の整備など25件の投書があった。

・各学部において、次の取り組みが行われた。

人文学部：直接学生の要望を聞く場として、また教員と

学生のふれあいの場として「学部懇談会」を昼間コース

及び夜間主コース別に開催した。

教育学部：オピニオンボックスを積極的に活用し、喫煙

、 。場所の設置 授業の要望等が学生の声として反映された

情報学部： 学生との対話集会」を開催し、授業アンケ「

ート結果に基づき、３プログラム制の教育につき、学生

の要望を聞くとともに意見交換を行った。

生活面、修学面等に関する ・平成17年度から、静岡・浜松両キャンパスごとに保健管

学生相談助言体制の充実を 理センターと学生相談室がそれぞれ年数回の定期的な会

図る。 合を開催するととも、全学的な合同研究会を開催し、生

。活面及び修学面に関する相談窓口間の連携強化を図った

・従来の相談窓口に加え、在学生による「新入生なんでも

案内」を設置し、円滑な大学生活への導入を図った。

就職課を中心に就職指導体 ・全学の就職担当教職員を対象に、学生の就職意識に対応

制を充実させる。 した就職支援について研修会を開催した。

キャリア・アドバイザーを ・静岡及び浜松キャンパスにそれぞれキャリア・アドバイ

活用する等して就職指導体 ザーを配置し、学生への指導・相談体制を充実した。

制の充実を図る。 ・工学部では、職員のボランティアで、就職アドバイザー

を配置した。
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インターンシップ等の充 ・各学部・大学院における就職支援状況は、次のとおりで

実、同窓会との協力等によ ある。

り就職支援を進める。 人文学部：就職委員会企画により、各方面で活躍実績の

（ 、 、 ） 、ある卒業生３名 公務員 報道機関 産業界 を招いて

３年生を対象にした「先輩に聞く仕事と人生」の講演会

を開催した。

教育学部：同窓会との協力の下、教員試験対策ガイダン

スを実施した。

農 学 部：同窓会の協力の下で同窓会メンバーによる就

職相談会を設けた。

理工学研究科：高度人材育成プログラムとして地元企業

（スズキ株式会社）と長期インターンシップ制度を締結

し ６ヶ月の長期派遣プログラムを導入し 大学院生 博、 、 （

士前期課程）２名が参加した。また、同窓会・０Ｂによ

る就職セミナーを実施した。

・インターンシップの参加学生数及び単位制度の導入状況

（ ） ）実績数は上掲：１７頁教育内容等に関する目標 参照

学業成績、奨学金の受給状 ・学業成績優秀者に対する授業料免除枠について検討を進

況、経済状況、生活実態を めた。

総合的に評価した、授業料 ・被災学生に対する授業料免除の特例扱いに関する申し合

・入学料等の減免を含めた わせを作成し、平成17年度後期からの被災者に適用する

新たな助成制度を確立す こととした。

る。 ・村川奨学金制度を設立し、経済状況、入学の目的等、面

接審査の上、１年生５名に支給した。

（ ） 、・人文学部では卒業生の寄付金 1,000万円 を基金として

平成18年度より奨学金給付制度を創設することとした。

各種奨励奨学金情報入手の ・平成17年度から、申請手続きをホームページ「キャンパ

利便化を図り、申請手続き スライフ」の「奨学金情報」欄に掲載した。

に関する支援を行う。

福利厚生施設の充実に向 ・人文学部では「学生懇談会」を昼間学生、夜間主学生、

け、学生のニーズを把握す 大学院学生の３グループごとに開催し、学生ニーズの把

る。 握に努めた。

・情報学研究科では、大学院リフレッシュコースの学生を

対象に福利厚生施設充実のためのニーズ探索調査を実施

した。



- -22

、学内外の施設を利用したサ ・人文社会科学研究科の一部講義を静岡県立大学と共同で

テライト教室の開設に向 市街地中心部の静岡市産学交流センターで開講した。

け整備計画を策定する。

浜松キャンパスにおける留 ・留学生カウンセラーを浜松キャンパスに配置し、教育指

学生教育・指導体制を充実 導・支援体制の充実を図った。

させる。また、指導教員に ・指導教員に対する指導要領及びチューターに対するマニ

対する指導要領及びチュー ュアルの検討を進め、平成18年度中に作成することとし

ターに対するマニュアルを た。

作成する。

日本語教育（予備教育、補 ・国際単位の互換制度－アジア太平洋大学交流機構(UMAP)

講 教養教育 専門教育 参加－を視野に入れ、平成18年度単位化に向け、カリキ、 、 ）、

日本事情教育などの充実に ュラムの改訂を行った。また、予備教育関係の「日本語

向け検討を進める。 授業科目」の点検・整備を行った。

留学生に対する生活ガイダ ・留学生に対する生活ガイダンスを各学期初めに行い、日

ンスを行うとともに、相談 本における生活の滑り出しがスムーズにいくように、多

体制の在り方を検討する。 くの情報を提供した。

国内外における留学生の事 ・ガイダンスや授業などで、各種保険について説明し、万

故・事件に対処するための 一の事態に備えて加入を勧める一方、本学の緊急事態対

体制づくりを検討する。 応マニュアルを配布した。

・派遣留学生については、定期的に就学・生活状況報告を

メールで提出させ留学状況の把握に努めた。また、協定

校の連絡員、学生の所属学部や家族との連携による緊急

。事態に迅速に対応できる体制の構築に向け検討を進めた

全学的な正課外教育のコー ・学生助育体制充実の一環として、体育系サークルの顧問

ディネート、個々のサーク 教員や監督教員に対する法的な位置付けとインセンティ

ル活動への支援、施設の開 ブの付与について、全学学生委員会及び役員会の下にあ

放など学生助育体制を充実 る人事労務制度検討会議で制度化に向け検討を進めた。

する。 ・工学部では、学生援護会から、優秀な成果を挙げたサー

クル団体への補助金715千円、体育館への温水シャワー室

設置費1,200千円、及び駅伝大会や大学祭への補助金900

千円を助成した。

・学生サークル活動費として、学長裁量経費6,000千円を上

乗せ配分した。

静岡・浜松両キャンパス間 ・静岡キャンパスと浜松キャンパスの学生サークルの交流
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にバスを運行し、学生サー の活発化と留学生交流の推進に向け、今年度から借り上

クル交流の支援、留学生と げバスの運行を実施した。

日本人学生との交流など、

多様な交流を推進する。

学生ボランティア活動に対 ・学生防災ネットワークが企画・立案する防災訓練等の活

する支援を充実する。 動を支援した。

・留学生センターが組織する留学生支援ボランティアに対

、 、し ボランティア活動の場を積極的に提供するとともに

留学生との交流がスムーズに進むように指導・助言等を

行った。

（６）教育活動の評価及びその改善に関する実施状況

全学ＦＤ委員会において、 ・大学教育センターにおいて、授業評価の結果 に基づい

授業評価の結果をフィード て個々の教員の「授業カルテ」を作成し、改善すべき点

バックするシステムの充実 が、より明確になるようにした。

を図る。

評価会議の下にＷＧを設置 ・学生等評価ＷＧを設置し、卒業生、就職先企業等、学生

し、外部評価の実施方法等 の保護者、高等学校長等を対象としたアンケート調査の

を構築する。 基本方針と調査項目を策定した。

教育改善のための『教師必 ・ 教師必携ー教育のチームワークを目指してー』を発行『

携』を発行する。 した。

主要目次

・ＦＤ活動とは

・教員間のチームワーク構築のために

・教員と学生とのチームワーク構築のために

教員相互の授業公開を積極 ・教員相互の授業公開・授業参観が一部実施された。

的に進め、日常的に授業改 ・各部局において、次のような取り組みを行った。

善を行う。 人文学部：すべての授業を他の教員がいつでも見学でき

ることを教授会で確認し、今後相互に授業改善の参考に

することにした。

、教育学部：複数教員で担当している授業科目については

教員相互の授業を公開し、授業内容の全体としての整合

性を図り、授業改善に努めた。

工 学 部：機械工学科は、教員相互の授業参観を全授業
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。 、で実施している 物質工学科Ｋコースは授業参観を行い

参観者が評価シートに記入する方式を採用。評価結果を

。 、 、教員間で公開も行っている また 他の学科・コースは

次年度からの実施に向けて検討を進めた。

電子科学研究科：ナノビジョン工学専攻で実施している

オムニバス形式の英語講義で、担当者会議を開いて講義

内容と講義技術の質的向上を図った。

教職員、学生、あらゆる教 ・教員間のコミュニケーションを活性化させるために大学

育当事者の対等平等なコミ 教育センター内に教員のための相談窓口ならびにメール

ュニケーションを通じてＦ アドレスを開設した。また、ＦＤ活動関連の諸企画に学

Ｄ活動を活性化させる。 生の参加を呼びかけた。

スキルアップ講座のアシスタント9名

ＦＤシンポジウムへの参加8名

授業改善のため、新任教員 ・６月に新任教員を対象とした研修を実施した。また、９

及び中堅教員の研修を実施 月には中堅教員を主とした研修を実施した。

する。 新任教員研修：大学史とFD活動の経緯についての説明

中堅教員研修：授業改善に必要な事柄についての認識

の共有化ならびにクラスサイズと学生

の満足度との関係についての研修

２． 研究に関する実施状況

（１）研究の成果に関する実施状況

学術と文化を支える基礎的

研究の上に立ち、国際的な

、 、研究 地域に根ざした研究

産業界や地方自治体等公的

機関と連携した研究を推進

する。特に以下の領域に重

点的に取り組む。

－光・電子情報分野、特に ・光・電子及びナノビジョンサイエンス分野の研究におい

ナノビジョンサイエンス領 て国際的研究成果を達成した。また 「知的クラスター」、

。域における先端的研究 事業において地域産業界と連携して多大な成果をあげた

・将来のレーザ蛍光体の基礎となるGaNナノピラー蛍光体

を作製し、高輝度の電子線励起発光を観察した。

・超広ダイナミックレンジ撮像が可能なCMOS撮像素子を
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開発。

・単電子トランジスタ構造によりSi素子として初めて単一

光子の検出に成功。

・導電性高分子を１分子レベルで制御・連結させる技術の

開発

・国際固体回路会議 ベアトリス賞受賞

・日本表面科学会 学会賞受賞

・スズキ、シャープと共同で「ＴＯＦ距離画像イメージ

センサ」を開発。

・ユビキタスネットワーク社会システム構築、ＩＣタグの

活用可能性などの研究を産学協同で進めた。

－生命・環境科学に関する ・生命ケアの比較文化論的研究（科学研究費平成15～17年

「 」分野横断的な研究 度)プロジェクトによる国際シンポジウム いのちとケア

を開催し、米独から３名の研究者を招聘し、研究成果の

国際交流を図り、それを成果報告書にまとめ、関係機関

及び研究者に配付した。

・地下圏微生物学国際シンポジウム(ISSM)の2008年静岡開

催を招致した。

・統合海洋掘削プログラム(IODP)による海洋調査に参加し

た。

・分野横断的な研究として、次の研究グループが立ち上が

った。

・植物分子デザイン研究グループ（農・理・遺伝子）

・資源循環型バイオエンジニアリング研究グループ(理・

工・農）

・生体膜を利用したバイオセンシング研究グループ（理

・工・農）

・生命科学セミナーを公開し、大学を訪問した新鋭の研

究者の最新の研究成果をもとに学際的な刺激を常に涵

養している。また、若手によるシンポジウムを５回行

い、国内外の横断的研究の推進を図った。

・以下のプロジェクト研究が進行中である。

・先端技術を活用した農林水産研究高度化事業（農林水

産省 「油脂系廃棄物－再生可能な炭素資源の高度利）

用技術の開発」平成15～17年度、48,898千円

・新技術・新分野の創出のための基礎研究推進事業

（ 独）農業・生物系特定産業技術研究機構生物系特（

定産業技術研究支援センター 「高次タンパク質の大）

量発現用バクミドの開発及び応用」平成17～20年度、1
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55,800千円

・文部科学省・都市エリア産学官連携促進事業「心身ス

トレスに起因する生活習慣病の克服を目指したフーズ

サイエンスヒルズの創出」 17̃19 、100,000千円平成 年度

－アジアに根ざした自然と ・人文学部では、学部長裁量経費により、アジア研究プロ

社会・文化に関する接近方 ジェクトを立ち上げて、アジアの宗教とその芸術表現の

法を再発見する研究 調査・研究を進め、報告書を刊行した。

－地域に密着した課題を発 ・各部局で次のような研究を行った。

掘し、その解決を目指す研 人文学部

、 、究 ・地域社会文化研究ネットワークセンターでは 静岡県

静岡県総合研究機構、しずおか産業創造機構、静岡市

産学交流プラザ、静岡家具協同組合、ヤマハ発動機、

静岡県中小企業家同友会などからの委託研究をはじめ

として、地域における企業や自治体と連携して、地域

に根ざした研究を進めた。

・静岡県家具工業組合と共催で「消費者はいま、静岡の

家具に何を求めているのか」というテーマで学生によ

る研究発表会を開催した。

・法学スタッフを中心に、定住外国人の地域における共

生に関する法政策的研究を進め、報告書にまとめた。

・経済学科では、経済研究センターを立ち上げて、共同

研究を進め、平成17年度には 「観光立国政策と地域、

振興のダイナズムに関する研究 「グローバル化時代」、

における地方中小企業のＣＳＲへの取組みに関する研

究」を行った。

・学部長裁量経費により、All about Tea（世界茶文化大

全）の翻訳プロジェクトを立ち上げて 『日本茶文化、

大全』和泉書館、平成18年３月、166頁を刊行し、全国

の茶業界や茶文化界から注目されている。引き続き全

訳作業を実施中である。

、・2009年静岡県で開催される国民文化祭の企画に関わり

人文学部教員が基本計画の起草委員長を務めた。

教育学部

・学部長裁量経費による研究プロジェクトとして、地域

的課題に応える「学校現場型プロジェクト」16件 「地、

域協同型プロジェクト」２件を実施した。

理 学 部

・知的創生プロジェクトあるいは都市エリア事業への参
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加、駿河湾深層水の静岡県、焼津市の研究、事業への

リーダーとして参加した。

・構内にアクロスを設置し、地震に関する教育・研究を

開始した。

工 学 部

。・地元住民の組織｢佐鳴湖ネットワーク会議｣に参加した

・静岡県企画部と覚書を交わして「戦略課題研究」に参

加し、県からも予算措置を受けた。

農 学 部

・産官学連携による大型プロジェクトとしての静岡県中

部を中心としたフーズサイエンスヒルズ構想

・地域イノベーション促進研究開発（しずおか産業創造

機構 「次世代型食品産業の育成に関する研究－食品）

素材あるいはその精製物が持つ新たな生理機能の解明

－」平成16～18年度、90,000千円

（ ）・地域新規産業創造技術開発費補助金 関東経済産業局

「優れた農林水産物の生産を支援する簡易な可搬型近

赤外分光装置の開発」

平成17～18年度、88,940千円

・駿河湾地域新事業推進研究会（静岡市，清水商工会議

所 「駿河湾開発プロジェクト」平成17年度、16,000）、

千円

理工学研究科

・駿河湾深層水プロジェクトなど地域と密着した研究を

学問横断的に推進している。佐鳴湖プロジェクトを立

ち上げ、自治体、地域住民と協力して佐鳴湖の浄化に

取り組んだ。

ポテンシャルの高い研究者 ・研究戦略会議において、新しい研究領域の発掘に向け検

・研究者集団を部局横断的 討を進めた。

に結集、組織化し、新しい

研究領域を切り拓く。

イノベーション共同研究セ ・研究成果発表会を開催し、地域社会の要請に応えた。

ンターを窓口に、地域と社 ・浜松ビジネスショー、静岡新技術創造産業フェアに積極

会の要請に応え 研究成果 的に参加し、地域社会の要請に応えた。、 、

学術情報を公表する。 ・東海地区信金協会の要請に応え、信金ビジネスショウに

参加した。

、 。知的財産本部を中心に、静 ・静岡ＴＬＯに約50件の技術移転委託をし 促進を図った
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岡ＴＬＯとの連携を強化 ・平成17年度の出願件数は、次に示すとおりである。

し 技術移転の促進を図る 平成16年度、 。

・国内出願 単願36件、共願19件、名義変更28件

・外国出願11件

平成17年度

・国内出願 単願34件、共願40件、名義変更 0件

・外国出願21件

浜松、静岡各地域の産学官 ・浜松地域知的クラスターと連携し、産学官連携フォーラ

連携組織との連携により、 ムを開催した。

新産業の萌芽となる未踏技 ・静岡県水産試験場及び焼津商工会議所との連携による深

術研究開発、ベンチャー起 層水に係る機能性物質の利用開発。

業を目指した研究をそれぞ ・日本電極株式会社との連携によるカーボンナノチューブ

れ推進する。 合成に係る開発。

行政機関、社会諸団体等の ・講演会や各種審議会を通した専門的知識の提供は、次の

要請に応える講座や講演 とおりである。

会、各種審議会、各種相談 講座・講演会 各種審議会 その他

（ ）窓口等を通した、専門的知 人文学部 28件 22件 (23名) 82件 87名

（ ）識の提供を推進する。 教育学部 331件 12件 (16名) 149134件 名

（ ）情報学部 31件 3件 ( 3名) 4038件 名

（ ）理 学 部 5件 5件 ( 5名) 4841件 名

（ ）工 学 部 6件 3件 ( 3名) 9278件 名

（ ）農 学 部 18件 9件 ( 9名) 6563件 名

7件 1件（１名） 0件（0名）人 文社 会科 学研 究 科

法務研究科 4件 4件（4名） 16件（16名）

9件 0件 ( 0名) 0件 ( 0名)電 子工 学研 究所

（ ）計 439件 59件 (64名) 497452件 名

・生涯学習教育研究センター

ＮＰＯエイジングブライト倶楽部、静岡県公民館連絡協

議会等の要請により、講演会等を開催した。

・イノベーション共同研究センター

・ＪＳＴと連携し、目利き人材研修会を実施した。

、 。・文部科学省と連携し 知的財産戦略研修会を開催した

・ 財）しずおか産業創造機構の要請を受け、静岡県内（

中小企業に対する支援協力に関する協定を締結した。
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（２）研究実施体制等の整備に関する実施状況

研究戦略会議において、部 ・部局横断的な研究プロジェクト

局横断的な研究プロジェク ・学長裁量経費により環境・バイオを中心とした部局横

ト、部局内の分野横断的な 断型プロジェクト（理・工・農）事業４件を立ち上げ

研究プロジェクトの推進を た。

図り、その取組みを支援す ・電子工学研究所を中心とした部局横断組織を形成し、

る。 「画像ナノエレクトロニクス研究創出」事業に学長裁

量経費、1,000万円が措置された。

・部局内の分野横断的な研究プロジェクト

人文学部

学部長裁量経費の競争的配分により、以下のような学

科横断的な研究プロジュクトの推進を図った。

・公共性の再規定に向けての政治・社会学的研究－新

たな社会問題の出現と国際化の進展に注目して－

・ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ･ﾎﾟﾘﾃｨｸｽの思想と文化の現代的課題

・アジアにおける宗教とその芸術的表現

・イメージ・芸術・アクション等の持つ臨床性の体験

的教育プログラムの開発

・駿府・静岡の芸能文化の調査による静岡の文化創造

への寄与

情報学部

・大規模（Ｘ）型を３件（ 文工融合研究によるユビ「

キタス・ネットワーク社会システムの構築」等）

・小規模（Ｓ）型を10件（ 伝統工法－野面石積み－「

に隠された数理の解明」等）を選定した。

客員教授等の制度を積極的 ・客員教授等の活用が大幅に拡大し、研究の活性化が図ら

に利用し、学外研究者との れた。

協力により研究の活性化を 学部

図る。 区分 人文 教育 情報 理学 工学 農学 計

16年度 1 3 16 3 1 0 24

17年度 0 2 18 8 8 1 37

研究科・研究所・学内共同教育研究施設

区分 科研 理工 電研 ｲﾉﾍﾞ 遺伝子 計

16年度 4 0 0 14 0 18

17年度 4 8 4 18 2 36

一定期間研究に専念できる ・研究専念期間制度の一環として、特別教員研修制度を導

ように、特別教員研修制度 入した。
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を導入する。 実績は、次のとおりである。

研修期間 研修機関所在国 派遣教員数

人文学部 7月 アメリカ合衆国 1名

教育学部 12月 ドイツ連邦共和国 1名

理学部 12月 ドイツ連邦共和国 1名

農学部 12月 アメリカ合衆国 1名

工学部 12月 ドイツ連邦共和国 1名(村川基金長

期派遣)

技術職員の資質向上を図る ・技術部長会議の下に技術職員問題検討ＷＧを設置し 「技、

とともに、教育研究への支 術部組織の在り方等について（報告 」を取りまとめ、）

援体制を整備する。 学長に提言した。

・各部局における取り組みは、以下のとおりである。

情報学部：計算機管理運営に関する技術研鑽に努めると

ともに、計算機リプレースを支援した。

理 学 部：安全衛生面での各種資格の取得の機会を与え

るとともに、技術向上のため研修会、講習会等に参加さ

せた。また、技術職員に業務日誌の作成を義務付けた。

工 学 部：技術職員の組織見直し計画を教授会で承認し

た。

農 学 部：業務分担を設けそれぞれ責任分担制を明確に

するとともに、業務報告書の提出を毎月義務付けた。

理工学研究科：技術職員に安全衛生管理者の資格を取得

させ、実験等の研究支援体制を整えた。

電子工学研究所：平成１７年度機器・分析技術研究会及

び東海・北陸地区発表会に出席、発表。見学会を開催。

、 。プロジェクト研究にリサー ・プロジェクト研究での活用状況は 以下のとおりである

チ・アシスタントを積極的 理工学研究科

に活用する。 環境対応型切削加工に関する研究等 40人

電子科学研究科

表面波プラズマの発生機構に関する研究等 18人

農学研究科

糖鎖ミメティックスによる複合糖質の機能設計等 7人

大学または部局の重点研究 ・プロジュクト研究に対して、競争的配分経費（プロジェ

に、優先的に研究資金を配 クト公募型 、学部長裁量経費を重点的に配分した。）

分する。 ・競争的配分経費（プロジェクト公募型）

・画像ナノエレクトロニクス研究創出事業 外29件

100,000千円
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・学部長裁量経費の配分実績

・佐鳴湖プロジェクト 外13件 10,000千円

萌芽的な研究や若手研究者 ・若手研究者及び萌芽的研究を支援するため、競争的配分

（ ） 。への支援を強化する。 経費 学長裁量経費 として総額150,000千円を措置した

研究室の有効活用及び研究 ・共通教育Ｃ棟における学生実験室の稼働率向上を含む集

設備の共同利用を推進す 約一元化を目指した学生実験センター化第１期改修工事

る。 を実施し、研究室等の有効活用を推進した。

・これまで学部施設で行っていた学生実験機能を移行し、

そのあとのスペースは学部共同利用等の有効活用を図っ

た。

・平成18年度創造科学技術大学院設置に伴うスペース整備

、 、 。等は 基本的に既存施設を有効に活用し 改修整備した

・各部局における取り組みは、以下のとおりである。

人文学部：研究室等の有効活用を図るため、部内に施設

委員会を設置した。人文社会科学研究科に新設された経

済専攻の院生の共同研究室拡充、法情報室の整備などを

行った。

理 学 部：基本データを集めるために、施設マネジメン

トＷＧで実態調査を実施した。

農 学 部：学部内に競争原理に基づいて利用する共同利

用スペース（レンタルラボ、約300ｍ )を設けた。２

遺伝子実験施設

・利用頻度が高いＤＮＡシーケンサーに関して、平成

17年度は103回分のゲル及びバッファーを作成し、

利用者に提供した。

・施設内にサーバを設置し、ネットワークで接続する

ことにより、遺伝子やタンパク質の解析を行うソフ

トウェアを導入した。また、他の機器でもネットワ

ークにより、データのやり取りが可能になった。遺

伝子やタンパク質を解析するソフトウェアが利用者

によって有効に活用された。

・学内共同教育研究施設における利用状況は以下のとおり

である。

遺伝子実験施設 １３１人

機器分析センター １８８人

全学的なマネジメントの下 ・施設マネジメント委員会において策定した施設等の有効

に施設の有効活用を図るた 活用に関する指針及びこれまでに調査した施設の点検・
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め整備モデルの策定を図 評価の実態調査を踏まえ、施設の共同利用等有効な利活

る。 用に資する整備手法等の検討を行った。

平成18年度の全学ネットワ ・情報セキュリティ委員会を設置し、全学の情報セキュリ

ーク更新に向け、情報セキ ティポリシーを確立した。

ュリティの確保とネットワ

ーク環境整備の準備を進め

る。

平成18年度の全学ネットワ ・平成16年度から研究用計算機サーバの有効利用のための

ーク更新に向け、高度な数 研究プロジェクトが開始され、計算環境が確保された。

値計算に必要な性能を有す

る計算環境確保の準備を進

める。

効率的な情報提供を可能と ・学内の教育研究活動の情報集約・提供のためのメディア

する研究環境整備につい 情報基盤センター構想を計画に基づき、検討を進めた。

て、附属図書館委員会にお

いて検討する。

図書及び電子資料類の系統 ・必要な電子ジャーナル及び二次資料データベースについ

的整備を行う。 ては、安定的・継続的に購読するため、今後の経費の高

、 。 、騰を考慮し 電子ジャーナルオンリー契約にした また

電子ジャーナルについて、Sprin ger社の合併を機に旧K

lu-wer社の購読利用タイトル数等の増を図り、総計約3,4

00タイトルを約4,200タイトルに増大させた。

大型研究装置の導入に向 ・基盤研究（Ｓ）を獲得し、大型装置（極低温ＳＰ装置：

け、競争的資金の獲得を目 3,000万円）を導入した。

指す。

事務組織の再編整備によ ・産学連携業務を強化するため、新たに産学連携支援課長

り、知的財産本部機能の向 を配置した。また、その人材は、公募により民間から登

上を図る。 用した。

知的財産本部において、特 ・学内教員向けに、知財セミナーを８回開催した。

許取得及び特許活用拡大の ・電子出願を可能にした。

方策を検討する。 ・学内での特許管理のシステム化を進めて、発明創出から

維持管理を包括する特許管理データベースを構築した。

・特許関連費用のコストを明確化するためのデータベース
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などの整備を進めた｡

・特許事務所・知的クラスター事業などの連携機関との知

。的財産管理での統括管理を行う事務処理体制を整備した

知的財産本部の戦略の下 ・産学官連携ビジネスショウ・特許流通フェアに参加し、

に、静大ベンチャーパート 保有知的財産を紹介した。

ナーズ（静大ファンド 、 ・ＪＳＴと連携し、新技術説明会を開催して新技術を紹介）

静岡TLO等を通じて、技術 した。

移転促進を図る。 ・イノベーションジャパン2005に参加し、ライセンシング

活動の結果、実施契約、共同研究契約が得られた。

未踏技術開発等につなが ・イノベーション共同研究センターを中心に以下の事業を

る、国、自治体、研究機関 行った。

とのプロジェクト研究や、 ・共同研究シーズ発表会を４回開催した。

ニーズに基づく共同研究を ・共同研究・技術指導の推進を図るため、浜松市、独立

推進する。イノベーション 行政法人中小企業基盤整備機構が設立するインキュベ

共同研究センターにおいて ーション施設設立準備に参加した。

は、さらなる共同研究、プ ・共同研究：236件

ロジェクト研究の増加を目 （内訳：人文3､教育5､情報11､理学12､工学137､農学35､

指す。 電研31､ｲﾉﾍﾞｰｼ ｮﾝ2 ）

・プロジェクト研究：23件（内訳：理学2､工学13､電研5､

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3）

研究戦略会議において、学 ・分野、学部横断的なグループ研究の推進について研究戦

内共同研究施設間の連携に 略会議において検討した。

よるプロジェクト研究、分

野、学部横断的なグループ

研究の推進を図る。

リサーチ・アシスタント配 ・平成17年度のリサーチ・アシスタントの採用状況は、次

置などによる研究活動の支 のとおりである。

援体制を検討する。 農学研究科 7人

理工学研究科 40人

電子科学研究科 18人

合計 65人

（３）研究活動の評価及びその改善に関する実施状況

評価会議において、研究活 ・評価会議において、教育、研究、社会連携、管理運営の
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動面に関する全学的な自己 ４分野における教員の個人評価に関する基本方針等を策

評価システムの確立に向け 定した。

た検討を重ねる。

研究の評価結果を、資源配 ・研究者のインセンティブを高めるための方策の検討を予

分に反映するシステムの整 算管理委員会において精力的に進めた。

備に向けた検討を開始す

る。

３．社会との連携に関する実施状況

生涯学習及び社会人教育に ・生涯学習及び社会人教育に関する大学の活動を統合・調

関する大学の活動を統合・ 整するために、生涯学習教育研究センターの組織を見直

調整するために、生涯学習 し、新たな体制整備を決定した。

教育研究センターなど既存

の組織を見直す。

社会人入学制度、リカレン ・生涯学習教育研究センターの体制を整備するため、専任

ト教育、高度専門職業人教 教員以外に副センター長、教育研究担当教員に教育学部

育、生涯学習支援者教育を 生涯学習教育の専門家を配置した。

拡充に向け体制を整備す ・大学授業の市民開放事業を17年度から試行的に実施し、

る。 平成18年度からの本格実施に向けた準備に取り組んだ。

・各部局における取り組みは、以下のとおりである。

。人文学部：法学科社会人枠で現職教員１名を受け入れた

情報学部：社会人リフレッシュコースに５名の社会人学

生を受入れた。

理工学研究科：社会人特別選抜枠で理系１名、工系11名

の社会人学生を受入れた。

小学校・中学校・高校など ・各部局における活動状況は、以下のとおりである。

教育現場の連携ニーズに対 人文学部

応して、大学教員の派遣、 ・静岡市立高校と連携し 「現代社会」の授業に５人の、

教員研修会などにより教育 教員を派遣し、文化人類学などの大学の専門科目の授

支援活動を行う。 業を行った。

・生命ケアの比較文化論的研究プロジェクトで中高校に

おける生命教育プログラムを現場教師と検討した。沼

津高専で個人情報保護法についての講演を行った。

教育学部：学校現場の連携ニーズに応えるため、静岡県

教育委員会、静岡市教育委員会の協力を得て県内小中６
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校の連携協力校を定め、組織的な教育支援活動を行う体

制を確立した。

情報学部：高校生を対象とした情報学研究体験プログラ

ムを実施し、教員研修会への講師派遣や小中学校への情

報教育支援学生ボランティアの派遣を行った。

理 学 部：静岡県内のスーパーサイエンスハイスクール

事業指定校と連携して、教育内容改善に関する検討を推

進した。

工 学 部：静岡県教育委員会及びスーパーサイエンスハ

イスクール事業指定校と連携し、運営指導委員会委員及

び授業指導として教員を派遣した。

遺伝子実験施設

・スーパーサイエンスハイスクール事業指定校において

材料の提供や技術相談に応じた。

・スーパーサイエンスハイスクール事業指定校で生徒36

名を対象に遺伝子実験セミナーを行った。また、大学

において、県内高校生24名の参加者を得て、遺伝子実

験セミナーを開催した。

・文部科学省の事業であるサイエンスパートナーシップ

プログラムにより、静岡県内高校理科教員19名の参加

者を得て、遺伝子組換え実験教育研修会を開催した。

大学教育センター：授業評価部門専任教員を高校等から

の要請に応え、研修会講師として派遣した。

・各学部の出張授業への派遣状況は、次のとおりである。

平成17年度

人文 教育 情報 理学 工学 農学 計

24 24 13 3 31 9 104派 遣先 学校 数

27 24 14 3 31 10 109派 遣教 員数

、 。科目等履修生の受け入れ、 ・各学部の科目等履修生の受入状況は 次のとおりである

資格取得講習の開催等を通 平成17年度

じて、社会人のブラッシュ 人文 教育 情報 理学 工学 農学 計大 学教 育 セン タ ー 留 学生 ｾﾝﾀ ｰ

(共 通科 目)アップの場を提供する。

17 24 0 3 7 4 1 3 59

、・各学部等の社会人のブラッシュアップ関連の取り組みは

以下のとおりである。

人文学部：市民開放授業を積極的に担い、全体の六割以

上を担当した。

教育学部：附属総合実践センターと生涯学習教育研究セ

ンターが共催する公開講座（ 気になる子－発達上の特「



- -36

徴とその発見－」講座など５講座）を実施した。

情報学部：情報学研究科の社会人リフレッシュ教育特別

コースに社会人５名を受け入れた。

生涯学習教育研究センター：市民開放授業を募集する中

で、大学への社会人入学などブラッシュアップ方法を広

。 、 。報 また 社会教育主事資格の講習を静岡県と共催した

公開講座、講演会、シンポ ・平成17年度における各学部等の活動実績は、次のとおり

ジウム等を積極的に開催 である。

し、地域住民の知的要求に 公開講座 講演会 シンポジウム 計

応える。また、新たな「市 人文学部 2 5 2 9

民開放授業」制度の導入等 教育学部 7 0 0 7

により、大学授業公開を積 情報学部 1 2 1 4

極的に進める。 理学部 1 0 0 1

工学部 0 0 0 0

農学部 0 11 1 12

法務研究科 0 0 1 1

電子工学研究所 0 0 1 1

留学生センター 1 0 1 2

遺伝子実験施設 0 1 0 1

総合情報処理ｾﾝﾀｰ0 0 0 0

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ共同研究

ｾﾝﾀｰ 1 2 1 4

生涯学習教育研究

ｾﾝﾀｰ 16 4 3 23

計 29 25 11 65

、 。・各部局等における主な活動状況は 以下のとおりである

生涯学習教育研究センター

・学内すべての公開講座は今年度からセンターにて集約

し広報した。

・教育学部及び地元教育委員会との共催による「学び合

いの多文化協働教育」などを開催した。

人文学部

・バスによる歴史文化財見学を含む公開講座「伊豆の歴

史と文化の創造」を開催した。

・学部公開講座「遠江の歴史と文化」を開催した。

・ 遺伝子医療と心理ケア」を開催し、地域と医療・福「

祉関係者と交流を深めた。

情報学部：情報学連続セミナー及びＧＰ関連の講演を実

施した。
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理 学 部：深層水，地震，生命科学，物質科学等の分野

， 。で地域住民へのシンポジウム 講演会を積極的に進めた

農 学 部：生命科学若手フォーラム、静岡大学生物産業

創出推進拠点シンポジウム等を開催した。

留学生センター：浜松市国際交流協会との共催で、日本

語ボランティア養成公開講座（全12回）を開催した。ま

た「新しい日本語教育をめざしてー参加型学習の理論と

実践」というテーマでシンポジウムを地域の日本語教育

者を対象として行った。

・市民の知的要求に応えるため、新たに正規の授業科目の

うち255科目を「市民開放授業」として開放し、106名が

受講した。

、 。地方自治体主催の市民講座 ・各部局等における主な活動状況は 以下のとおりである

等の教育サービスと連携し 生涯学習教育研究センター：

協働する。 静岡県青少年課 社会教育課 県公民館連絡協議会 蒲、 、 （

原町 、御殿場市、富士川町、伊豆の国市、松崎町な）

どとの連携による青年リーダー養成、社会教育主事講

、 、 、 、習 生涯学習指導者研修 静大特別公開講座 講演会

飛ぶ教室など多くの連携事業を展開した。

人文学部

静岡市アイセル歴史講座及び富士川町市民講座に講師

を派遣し協働して推進した。

市民相談部門（こころの相 ・こころの相談室、法律相談、技術相談の活動実績は、次

談室、法律相談、技術相談 のとおりである。

等）の活動を推進する。 こころの相談室 法律相談 技術相談

平成17年度 708件 17件 120件

外国人居住者との共生に向 ・地域の外国人居住者に対し日本語習得支援ボランティア

けた施策など地域的課題に の活動をしている人々を対象とする公開講座やシンポジ

応える。 ウムを開催し、外国人居住者に対する教育を側面から支

援した。

・教育学部では、外国人籍の児童生徒が在籍している小学

校からの要請に応えて教育支援のためのボランティア学

生を派遣した。

・人文学部では、外国人居住者との共生に向けた施策など

地域的課題に応える研究プロジェクト「定住外国人の共

生に関する法政策的研究」を立ち上げて、共同研究を進

めた。
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大学の活動に関する情報 ・情報公開法による法人としての情報提供に加え、本年度

を、広く地域に向けて発信 施行された個人情報保護法に関する情報をホームページ

する。 に掲載した。また、教育、研究、入試の各種データを刊

行物、ホームページで発信した。

・各部局における今年度の新たな取り組みは、以下のとお

りである。

人文学部：地域社会文化情報ネットワークセンターによ

る情報提供の拡充を推進した。

工 学 部：教育研究活動の成果を新聞発表した。

外国の科学雑誌へ教員の紹介を行った。

電子工学研究所：研究所の公開やテクノフェスタへの出

品を行った。

総合情報処理センター：大学教育センター及び情報学部

との協同事業において講義のビデオ配信システムを構築

した。

大学教育センター：ホームページに共通科目シラバスを

掲載した。

地方自治体・教育委員会・ ・地域産業振興のため、浜松市と産学官連携に関する包括

産業界などとの交流の場を 的な協定を締結した。

多様化し拡充する。 ・スズキ株式会社と教育研究連携を強化する包括的な協定

を締結した。携内容は以下のとおりである。

・共同研究、相互の委託研究

・研究者の交流

・研究内容の情報交換

・相互派遣による研究開発者の育成

・各部局等における、それぞれの取り組みは、以下のとお

りである。

人文学部：学部スタッフが静岡総合研究機構の研究員と

して研究交流を推進した。また静岡県で開催される国民

文化祭の企画で重要な役割を果たした。

教育学部：教育実践総合センターの地域連携部門に県教

委との交流人事による任期制教員を置き、より円滑な交

流を行う体制を確立した。

情報学部：情報学研究推進室において、産官学協働研究

会を開催し、大学と企業、行政との共同研究の方向を検

討し、今年度は２回実施した。

工 学 部：創造教育支援センターが、浜松市が採択され

た科学技術振興機構の理数大好きモデルプログラムに協
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力するため、それに関係する中学校教員の実験指導を実

施した。

総合情報処理センター：静岡県大学企画室を中心とした

県内の大学の講義連携のための研究プロジェクトに参加

した。

【改善事項】

・浜松市、西伊豆地域(松崎町)、富士市教育委員会などと

交流協定を結び、全県的に交流の拡大を図った。

大学発のベンチャー企業を ・大学発ベンチャー企業が設立された。

積極的に育て発展させる。 ・電子システムデザイン株式会社

・株式会社ブルックマン・ラボ

・セサミ・テクノロジー株式会社

・経済産業省補助事業「広域的新事業支援ネットワーク拠

点重点強化事業」の採択を受け、地域金融機関、証券会

社、ベンチャーキャピタル、シンクタンク、行政機関と

のネットワーク形成による、大学発ベンチャー育成支援

活動を実施した。

・起業家啓蒙活動として「アントレプレナー講演会」を実

施した。

・学生ベンチャー創出促進のため、大学院理工学研究科博

士前期課程の学生を対象に、学外専門家審査による「事

業化プラン審査会」を実施した。

多様な形態による附属図書 ・創立記念日に附属図書館の一般公開イベント｢のぞいてみ

館の地域公開を進める。 よう大学の図書館｣を新規に企画し、館長トークや図書館

見学、資料検索案内、展示などの内容を盛り込み、本館

で開催した。

・学外者用の図書館利用リーフレットを活用し、来館者だ

けでなく学外行事等でも配布し、附属図書館を学外にＰ

Ｒした。

・静岡県ビジネス支援図書館連絡協議会や静岡市の社会教

育活性化推進委員会へ委員を派遣しているほか、｢大学図

書館の地域開放｣をテーマに実施された静岡県図書館大会

分科会に運営委員・パネラーとして参加した。

・静岡県図書館協会の研修会で｢大学図書館の一般公開｣の

テーマで講師を務めるなど、地域関連機関との連携を進

めた。

・市民の利用状況：利用者数 4,095人 貸出者数 1,186冊
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地域住民による体育施設、 ・農学部附属のフィールドセンター各部門で体験学習、自

農場など諸施設の利用を促 然観察、登山、施設公開など行った （年間１万人規模。

進に向けた方策を検討す の利用実績）

る。 ・キャンパスミュージアム利用促進のため、平成17年度特

別教育研究経費、教育改革「全学フィールド教育推進事

業」により約1,000万円の予算を得て、整備を進めた。

大学開放事業を拡大・充実 ・ 市民開放授業」を実施し、受講生数が延べ106名に上っ「

させる。 た。

・市民開放事業として今年度から構内のタケノコ掘りや竹

細工作り、竹林伐採体験コーナーを設け市民約４００人

が参加した。

・農学部附属の藤枝フィールドのミカン狩り、用宗フィー

ルドの施設公開の回数を増やすなどした｡

全学同窓会による授業科目 ・各学部の同窓生が講師となって当該学部生に対して実社

の開設、卒業生による講演 会の体験談報告及び実務講座の開設を行った。

、 。会の開催について検討す ・同窓会ＯＢ ＯＧによる次のような支援活動を実施した

る。 人文学部：学生の就職支援事業として、就職セミナー

「先輩に聞く・仕事と人生」を実施した。

教育学部：教員採用支援講座を実施した。

理 学 部： ようこそ先輩」など、同窓生による講演「

会を開催した。

工 学 部：学部学生に「産業における技術者の役割」

について紹介する講演会を３回開催した。

同窓会等との定期的な懇談 ・同窓会との連携を強めるため、次のとおり取り組んだ。

会の開催等を通じて、連携 ・全学同窓会

を強化する。 学部役員と同窓会役員との連携を図る会の発足

大学と父母との懇談会（保護者説明会）の開催

・各学部同窓会の取り組みは以下のとおりである。

人文学部：学部同窓会との懇談会をもって、連携を強

めてきた。同窓会から法科大学院に530万円、共同研究

助成金として25万円の寄付を受けた。学部学生のイン

ターンシップの受け入れについて、同窓会から多大の

支援を受けた。

教育学部：同窓会幹部と教育学部総務会が懇談会を定

、 。期的に開催することを決め ６月に第１回を開催した

。情報学部：浜松工業会の中に学部同窓会を発足させた

理 学 部：同窓会役員会と合同の懇談会を開催した。
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工 学 部：浜松工業会総会・支部総会（13支部）に出

席し意見交換を行った。

農 学 部：同窓会による就職相談会を学部４年生、修

士２年生を対象に４回開催した。

全学同窓会本部に奨学金制 ・法科大学院法廷教室設置への寄附、法科大学院生への奨

度等の支援を依頼する。 学金制度の設置、在学生への経済的援助、ＣＯＥプログ

ラム推進のための支援を全学同窓会に依頼し多大の協力

を得た。

４．国際交流に関する実施状況

国際交流に係る総括的な組 ・国際交流検討会議を設置し、学術交流・学生交流の２部

織の整備に向け、国際交流 門を備えた国際交流センターの平成18年度設置を目途に

検討会議（仮称）を設置す 新組織へ向けての人事（学長管理ポスト１を学術交流部

る。 門へ配置 ・規則等の整備を行った。）

留学生のニーズの多様化に ・日本語補講授業の単位化に向けてカリキュラムを検討す

対応する教育プログラムの るとともに 「国際交流センター日本語教育プログラム、

開設、サマースクールの拡 に関する規程」を制定し、新プログラムを構築した。

大等をすすめる。

海外における大学説明会に ・平成17年度日本留学フェア（韓国、ベトナム）に参加し

積極的に参加するとともに た。また、ホームページを更新し充実を図った。

ホームページの充実を図

る。

留学生の受け入れや学生の ・協定校連絡員複数制を本格的にスタートさせ、留学説明

海外派遣を増加させるた 会や留学相談体制の充実を図った。また、協定校調査を

め、コーディネーターの配 実施し、留学を希望する学生に対する情報提供の体制を

置等、体制の整備に向け検 整備した。

、討を進める。 ・三井・デュポンフロロケミカル株式会社と覚書を締結し

工学部及び理工学研究科に在籍するアジアからの留学生

を対象にした奨学金制度（最大10名：１名当たり100万円

／年）の設立をした。

国際交流協定校の拡大と協 ・平成16年度のネブラスカ大学オマハ校との話し合いをも

定校との協定内容（学生交 とに、夏季短期留学研修プログラムに新たにＡＲＴ＆Ｍ

流、学術交流、共同研究な ＵＳＩＣのプログラムを加えた。
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ど）の充実を図る。 ・本学と東欧諸国にある大学間交流協定５大学が参画し、

国際会議「インターアカデミア２００５」をブッパータ

ール大学（独）で開催した。

・各学部等における活動内容は、以下のとおりである。

人文学部

・イエテボリ大学に教員１名を派遣した。

・平成16年度にフランスのナンシー第２大学と協定校の

締結をし、学部学生２名を派遣した。

・７カ国（韓国、中国、ドイツ、スウェーデン、アメリ

カ、インド、ポーランド）９大学から計21名の留学生

を受け入れた。

・５カ国（韓国、中国、ドイツ、フランス、アメリカ）

５大学に12名の学部学生、２名の大学院学生計14名を

派遣した。

・ドイツのクラウスタール工科大学と交流協定を締結し

た。

。情報学部：シドニー大学での短期集中コースを実施した

理 学 部：中国地震予測研究所及び南京大学と協定を締

結した。

工 学 部：若手教員育成を目的としてカリフォルニア工

科大学との研究者交流協定を締結した。

農 学 部：中国・新疆農業大学と学部間学術交流協定を

締結した。

国際交流に関するデータベ ・平成18年度に国際交流センターの設置を決定した。これ

ースの構築へ向け、検討を に伴って国際交流検討会議において、データベースの構

進める。 築に向けての検討を開始した。

諸外国の大学等との教育研 ・農学部では、教員任用制度を活用して、ドイツバイロイ

究上の人的交流を促進する ト大学植物生態研究所から助教授１人を採用した。

ため、教員任用制度の柔軟

な活用等について検討す

る。

開発途上国への教育研究及 ・国際協力を積極的に進めるため、平成18年度に国際交流

び技術開発面での協力体制 センターを設置することとした。

の在り方について検討を進

める。

独立行政法人国際協力機構 ・国際協力を積極的に進めるため、平成18年度に国際交流
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等が主催する国際的教育関 センターを設置することとした。

係プロジェクト等に協力す

る。

地域社会の国際化に対応し ・教育支援への取組状況は、次のとおりである。

た外国人等への教育支援に ・留学生センター

（ 、取り組む。 ・日本語ボランティア養成公開講座の実施 年１２回

毎回土曜日開催）

・ボランティアによる日本語教育支援を中心に 「参、

加型学習」を取り入れた日本語教育を考える理論的

及び実践的なシンポジウムを開催した。

・人文学部

・地域住民を対象に「世界の宗教と生活」をテーマに

「 」 、静岡大学大学院留学生との文化交流会 を開催し

、 、 。市民 大学院留学生 日本人学生約60名が参加した

・留学生向けに、静岡県国際交流協会から外国籍の人

材採用を希望している企業に関する情報の提供を受

けた。

・農学部

・平成17年度後期に留学生の家族を対象とした日本語

及び日本文化の学習講義を開設した。

５．附属学校園に関する実施状況

教育実習検討委員会におい ・教育実習において特に地域協力校との協力体制の拡充を

て、教育実習の在り方を検 図った。

討し、一層の充実を図る。 ・総合計画委員会や運営委員会において、教育実習の見直

しについて具体案作成を進めた。

附属学校園間や附属学校園 ・小中学校間相互の授業実践、附属教員と大学教員との共

と大学・学部間の授業担当 同研究、大学教員による附属での授業が行われた。

の交流を推進する。 ・附属教員が教育実習の事前・事後指導を大学で行った。

学部生及び大学院生の実践 ・教育実習経験者が当該附属学校行事へ参加した。

現場での参画活動を伴う授 ・定期的に学部学生が学校現場での観察・研究を行った。

業科目を附属学校園と共同

で実施するなど、日常的な

連携を強化する。
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附属学校園総合計画委員会 ・総合計画委員会において、３つのＷＧを立ち上げ、中期

で策定する計画案に段階的 目標を達成するための行動案をまとめた。

に取り組む。 ・本年度はそれらの中で次の事柄について、取り組んだ。

・附属学校園間及び附属学校園と大学・学部間の授業交

流

・学部生及び大学院生の実践現場での参画活動を伴う授

業科目を附属学校園と共同で実施

・幼・小・中・養護の異校種間連携及び３中学間の連携

・学部と附属学校園「学部・附属連携による幼児の食育

実践の試み」及び学部と公立学校「学部と附属校・協

力校との連携強化・研究の地域還元システムの構築」

（ ） 。などの学校現場型プロジェクト 活性化事業 の推進

異校種間、同校種間の連携 ・３附属中学校が共同で統一の入試問題（国語・算数）を

を一層深めるとともに 特 作成した。、「

色ある学校づくり計画書」 ・静岡地区では幼小中連携に向けた話し合いを行った。

に基づき、取り組み可能な ・浜松地区では義務教育学校へ向けた計画案の策定を進め

課題から実施する。 た。

・附属静岡小学校１年生と幼稚園年長児が相手校園を訪問

し、相互に交流した。

・防災訓練において、小中学校合同の引き渡し訓練を実施

した。

大学・学部及び地域の公私 ・地域参画型として、各教科レベルで学校現場型プロジェ

立学校園等と連携・共同 クト（ 多言語併用状況における協働学習に関する実践「

し、学校現場における今日 研究 「小中、中高の接続を促す学校数学カリキュラム」、

的な教育課題に対応 に関する研究（Ⅰ ）を推進し、各校の実情に応じて研）」

究協力校との共同研究を一層推進した。

ネットワークや情報機器類 ・児童・生徒用パソコン教室の情報機器を更新した。

の整備を進め、地域の情報 ・附属学校園の情報関連機器を充実した。

拠点機能強化することによ ・各附属学校園ではホームページ上で研究の状況等を発信

り、e-Learningや情報提供 し、これらをもとにアンケート調査の原案を作成した。

等の事業を段階的に実施す ・道徳及びホームルーム等において、事例をもとにＩＴ倫

る。 理教育を行った。

サテライト教室を会場にし ・現職教員研修に焦点を絞ったニーズ調査の実施に向け、

た公開講座等を開催に向 調査項目等について検討を進めた。

け、現職教員研修等に焦点

を絞ったニーズ調査を実施
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する。

施設設備の実態調査の実施 ・これまでに調査した施設の点検・評価の実態調査及び施

と課題の整理を行い、充実 設の設備等更新計画を踏まえ課題に取り組む施設修繕計

に向けた年度計画案を策定 画（年度計画）を作成し、これに基づく劣化防止対策事

する。 業を学内ホームページに公表し、計画的に事業に実施す

るとともに、施設の巡視点検による不具合箇所の確認と

緊急度評価に基づく修繕等対策を実施した。

サテライト教室等の学校施 ・サテライト教室としての高機能を有した公共施設の誕生

設の全学利用について、各 や附属学校園内施設利用にあたっての危機管理問題の発

部局を対象とするニーズ調 生など、新たな環境・条件の変化を踏まえた将来計画の

査を実施する。 見直しを行い、ニーズ調査をすることとした。

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化

１．運営体制の改善に関する実施状況

学長・理事を全学的な経営 ・学長補佐体制の強化を図るため、人事労務担当学長補佐

戦略策定の中核として、学 を設置した。

長補佐体制の強化を図る。 ・次期中期目標・中期計画に向けた将来計画策定のため、

中期計画検討会議を設置した。

・附属学校園の設置形態を含めた基本的な将来構想等を検

討するため、附属学校園将来計画委員会を設置した。

・大学評価及び経営戦略のための情報収集・分析・提供シ

ステムと実施体制を検討するため、情報戦略ＷＧを設置

した。

・平成16年度に役員会の下に設置された委員会等の主な活

動状況は、次のとおりである。

組織・人事管理委員会

事務組織の再編整備案を策定等

予算管理委員会

競争的配分経費等の戦略的予算の仕組みの整備

教育研究設備基金制度を導入

施設マネジメント委員会

施設修繕計画を策定等

人事労務制度検討会議

人事院勧告（給与改定）への対応等

研究戦略会議

・博士課程修了者のキャリアアップを図るための協
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力研究員制度の策定

・大学教育の国際化推進プログラム（海外先進研究

実践支援、戦略的国際連携支援）への対応

教育検討会議

特色ＧＰ及び現代ＧＰへの対応

部局単位での政策立案能力 ・学部における新たな取組状況は、次のとおりである。

と組織運営の機動性・効率 教育学部：附属学校園の統一的運営及び全体改革を図る

、 。性の向上を図る。 ため 新たに附属学校園統括長職を設置した

理学部：評議員の１名を副学部長にするとともに、学部

長、副学部長、評議員、事務長を構成員とする

執行部会議（学部長諮問会議）を設置した。

工学部：外部委員（同窓会３名、地域企業２名）を加え

た将来計画企画会議を設置した。

農学部：評議員を副学部長とするとともに、事務長を加

えた企画運営会議を設置した。

各教員が教育研究に専念で ・委員会報告をメール報告に変えるなどして、教授会の所

きるようにするために、各 要時間が短縮され、改善が図られた。

種委員会等の見直しを図

る。 平成16年度

人文 教育 情報 理 工 農

開催回数 11 16 12 13 7 10

所要時間 2:39 1:54 3:06 2:21 1:15 1:38

未 未 未 未 済 済代議 員制 導入 状 況

平成17年度

人文 教育 情報 理 工 農

開催回数 11 16 12 13 8 9

所要時間 1:20 1:53 2:50 2:17 1:18 1:14

未 未 未 未 済 済代 議員 制導 入状 況

・委員会の廃止

、 、 。工学部では 学内委員会を見直し ２委員会を廃止した

監査の独立性と相互の内部 ・監査業務の一層の充実を図るため、財務施設部に置かれ

チェック機能の強化を図 ていた監査室を見直し、事務局長の下に業務及び財務を

る。 集約監査する監査室を設置することを決定した。

（設置年月日：平成18年４月１日）
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２．教育研究組織の見直しに関する実施状況

人文学部及び人文社会科学 ・法科大学院が設置され、第１期生31名が入学した。

研究科の組織再編を図ると ・人文学部及び人文社会科学研究科の組織再編に向け、

ともに学部分割等、受験生 他大学の夜間主コース等についての調査、また企業等に

ニーズに応え、社会に分か 対して夜間主教育のニーズ調査を実施した。

り易い組織改革を検討す

る。

自然科学系新大学院の平成 ・新大学院（自然科学系教育部）の設置申請を行い、平成

18年度開設を目指し、設置 １８年度設置が認可された。この新大学院は、社会に受

申請を行う。新大学院の設 け入れられる深い専門知識と幅広い素養を有する人材を

置に先立ち、電子科学研究 育成するために、専門科目を体系化し、学際的人材を養

科にナノビジョン工学専攻 成する短期集中型講義、他組織の研究者・実務家による

を設置する。 特別講義、インターンシップなど従来にない新しい授業

形態を導入した。

・電子科学研究科にナノビジョン工学専攻を新設した。

アジアに根ざした自然と社 ・文系新大学院構想ＷＧを設置し、新大学院（博士後期課

会・文化に関する新研究科 程）の基本構想について検討を進めた。

の設置形態について全学的

な調整を図る。

大型外部資金等により附置 ・科学研究費補助金基盤研究（S)を獲得し、大型装置(極

研究所に新たな研究設備を 低温走査トンネル顕微鏡)を導入した。

導入して、21世紀に対応し

た研究環境の整備を図る。

教員養成課程の質的充実と ・教員養成課程の充実と教職大学院設置を主な内容とする

強化のため、引き続き教育 学部改組案を策定した。

【改善事項】学部の改組案を策定する。

教育学部改組案が具体的に示されたため。

、理学部新学科の平成18年度 ・理学部生物地球環境科学科を生物科学科と地球科学科に

設置の準備を進める。 学科再編することを決定した。

近隣の大学との統合に向け ・近隣の大学との統合を視野に入れつつ協議を行い、様々

た協議を継続する。 な連携協力を具体的に進めることを決定した。

【改善事項】
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当面の方向性「連携協力を具体的に進める」が示された

ため。

自然科学系新大学院構想 ・第２期中期目標に向けて本学と岐阜大学が連携し、新し

（平成18年度設置予定）に い農学系連合大学院設置を目指すことを決定した。

向け、第１期中期目標期間

中における農学系連合大学

院の連携協力の在り方につ

いて検討を進める。

３．教職員の人事の適正化に関する実施状況

評価会議による教員の教育 ・評価会議において、教員の教育、研究、社会連携、管理

・研究、地域連携、国際連 運営の４分野に係る評価システム案を取りまとめた。

携、管理運営等への貢献度 ・人事労務制度検討会議において、事務職員及び技術職員

評価を待遇に反映させるシ の評価システムの制度設計に向け、従前の制度の検証を

ステム及び事務職員及び技 行った。

術職員の評価システムにつ

いて、人事労務制度検討会

議において検討を進める。

労働時間・雇用形態の弾力 ・昨年度導入した裁量労働制、変形労働制、大学教員に専

的な運用を図る。 門型裁量労働制と一部教員に１か月単位の変形労働制、

教育学部附属学校園教員の１年間単位の変形労働時間制

の運用状況の把握に努めた。

任期制・公募制の積極的活 ・本年度の教員採用は、公募によって行うこととし、他大

用により、教員の流動性を 学、企業、研究機関の経歴を有する者を雇用した。

高める。 前職 教 授 助教授 講 師 助 手

他大学 6(1) 5 0 0

9(5) 3(1) 1(1) 1(1)企 業、 研究 機関 等

0 0 0 2(1)新 規卒 業者 等

計 15(6) 8(1) 1(1) 3(2)

※（ ）書きは、任期付教員内数。

・任期制に関しては、４学部、１研究所、２研究科、３学

内共同教育研究施設において実施し、教員の流動性を高

めた。

・教育学部附属教育実践総合センターに新たに設置した地

域連携部門に任期制教員１名を配置し、静岡県教育委員
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会から交流協定に基づき派遣される教員を充てた。

・教員の早期退職制度に基づき、60歳以上65歳未満の教員

、 。に早期退職を募り(５名の実績) 人事の活性化を図った

女性教職員、外国人及び障 ・本学教職員への女性雇用状況は、次に示すとおり伸張傾

害者の採用・登用を積極的 向にある。

に進める。 ※（ ）書は定員に占める割合を示す。

15年度 16年度 17年度

女性教員 90(10.1％) 97 (11％) 102(11.5%)

87(23.3％) 87(23.7％) 86(23.9%)女 性事 務職 員

18 (2％) 19 (2.2％) 18( 2.0%)外 国人 教員 等

・障害者の雇用については 「障害者の雇用促進に関する、

法律」に基づく法定雇用率を遵守

事務職員の採用について ・法人化以降における事務職員の採用状況は、以下のとお

は、東海・北陸地区におけ りである。

る競争試験による採用を原 16年度 17年度

則とするが、専門性の高い 試験採用 6人 3人

職種については、大学独自 選考採用 3人 0人

の柔軟な採用を行う。

業務に即した知識を深め、 ・本年度の実施状況は、次のとおりである。

具体的な課題に対応しうる ・窓口対応スキルアップ研修

判断力・行動力を身につけ ・職員スキルアップ研修（中堅職員）

ることができるよう、能力 ・静岡大学管理・監督者研修（放送大学）

開発プログラムを組み入れ ・簿記研修

た研修を実施する。 ・静岡大学パソコン研修

・管理職のための労働法講習

採用時研修等の充実を図 ・採用後、概ね６月を経過した職員を対象とした「新規採

る。 用職員フォローアップ研修」を実施した。

参加者数 7人

職務内容の特性に応じて、 ・在任期間の長期化を図り、３年を超える在任者は、23.3%

在任期間を長期化して事務 (対前年度比3.3%)となった。

職員の専門能力を高める。 ・教務・入試チーム主査（入試実施担当）

・研究協力・情報企画チームスタッフ（情報企画）

・研究協力・情報企画チームスタッフ（情報システム）
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４．事務等の効率化・合理化に関する実施状況

業務の効率化、能率化を図 ・事務組織の再編の検討を進め、平成17年10月から、事務

り、事務組織を再編整備す 局にチーム制を導入した。チーム制を導入することによ

る。 り、機動的な業務の執行に適した体制を柔軟にとること

が可能となった。

・事務の効率化及び情報セキュリティー管理の徹底等を図

ることを目的に他国立大学法人に先駆けて、法人カード

を導入し、公私分離決済方式による物品調達を可能にし

た。さらに、身分証明書をＩＣカード化して一部建物等

の入退室を自動化した。

・旅費支給基準を見直し、特定の区間について旅費の定額

化することにより旅費計算業務が簡素化し、業務の効率

化が図られた。

業務情報のデータベース化 ・役員会の下に情報戦略ＷＧを設置し、業務情報の一元化

に向け、全学的組織を設置 に向け、情報収集システム等について検討を進めた。

し、システムを構築する。

業務のアウトソーシングを ・事務組織検討部会において、事務組織の再編の検討とと

進める。 もに、アウトソーシング可能な業務の洗い出しを行い、

新たに以下の業務について外部委託した。

・法人文書管理システムの更新作業

・履修申告、成績及び学生住所等データ入力作業

・テクノフェスタin浜松の広報紙の封入・発送作業

・工学部広報誌「はまかぜ」発送作業

全学の情報基盤を統合的に ・全学の情報基盤を統合的に管理する体制の構築に向け検

管理する体制の構築に向け 討を開始する。

検討を開始する。

Ⅲ．財務内容の改善

１．外部研究資金その他の自己収入の増加に関する実施状況

部局ごとに科学研究費補助 ・平成22年度科学研究費補助金の申請率を文系60％、理系

金の申請件数及び受入額の 90％となるよう、部局ごとに年度数値目標を設定するこ

目標を設定する。 ととた。

・過去３年間における科学研究費補助金の採択金額は以下

のとおり増加している。



- -51

申請件数 採択件数 交付金額( )百万 円

15年度 580 253 603

16年度 576 258 624

17年度 639 287 645

【改善事項】

・科学研究費補助金の申請率について、全部局における部

局ごとの年度数値目標を、設定することとした。

研究戦略会議において方針 ・過去３年間における寄附金、共同研究、受託研究の受入

を策定し、産学連携、地域 れ件数は、以下のとおり増加している。

貢献を促進しつつ、自己収 寄 附 金 共同研究 受託研究

入の増加を目指す。 件数 金額( ) 件数 金額( ) 件数 金額( )百万 円 百 万 円 百 万 円

15年度 337 319 137 234 76 582

16年度 526 380 200 296 79 576

17年度 790 421 236 351 86 720

・工学部では、研究推進の中核となり地域企業と連携した

研究助成への応募を推進した。

17年度実績 18年度申請

件数 金額( ) 件数千 円

知的クラスター事業 4 98,784 5

地域新生コンソーシアム事業 6 8,429 3

新連携対策補助金 1 525 0

地域の人材育成事業 2 8,901 1

静岡県との戦略課題研究

「佐鳴湖」 1 2,526 1

研究戦略会議において、大 ・研究戦略会議の要請に基づき、機器分析センターにおい

学の保有する機器を活用し て、学外機関からの受託分析の実施に向け、他大学の実

た試験、調査などの受託を 情及び関係規則等の情報収集・検討を進めた。

積極的に進めるための方策

を検討する。

市民向け開放授業等の新た ・正規の授業を市民が受講できる「市民開放授業」を実施

な大学開放プログラムを開 し、受講生数が延べ106名に上った。

発する。また、生涯学習教 ・ビジネス支援講座の開設等、多様な施策による収入増を

育研究センター等の既存の 図るため生涯学習教育研究センターなどの既存の組織を

組織を見直し、収入増を図 見直し、新たな体制を整備することとした

るための多様な施策を検討

する。
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２．経費の抑制に関する実施状況

予算管理委員会において、 ・光熱水料、通信費及び消耗品費等あらゆる経費の節減策

光熱水費、通信費、消耗品 を策定し、具体的な実施計画表を作成、ホームページ上

費などの管理運営経費を計 で全学に公表した。

画的に抑制する。

組織・人事管理委員会にお ・役員会の下に、人件費改革ＷＧを設置し、国の総人件費

いて、教職員の適正配置を 改革の実行計画を踏まえ、来年度以降平成21年度までに

図り、人件費の抑制に努め 概ね４％の人件費の削減を図るとともに教職員の適性配

る。 置に努めることを決定した。

・平成17年度定員削減数：教員５人、事務系職員

Ⅳ．自己点検・評価及び情報提供

１．評価の充実に関する実施状況

静岡大学教員データベース ・学外公開項目を追加するなど教員データベースの機能強

の内容を充実させ、評価の 化を図った。

ための情報基盤を強化す

る。

教育、研究、管理運営、地 ・評価会議において、教育、研究、社会連携、管理運営の

域連携、国際連携等に対す ４分野における教員の個人評価に関する基本方針等を策

る各部局等の活動及び教員 定し、中期計画内でのシステムの試行の目途がついた。

個々の活動について評価を

行うシステムの構築に向

け、評価会議において検討

を進める。

２．情報公開等の推進に関する実施状況

教育目標と教育内容を刊行 ・教育目標と教育内容を学部案内及びシラバス等に掲載す

物及びホームページ上でよ るとともに、各学部ホームページ上でより積極的に公開

り積極的に公開する。 した。

研究情報及び研究成果等を ・各学部等における公開状況は、次のとおりである。

ホームページ上で公開す 人文学部

る。 地域社会文化研究ネットワーク、生命ケアの比較文化
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論的研究（科研費平成15～17年度)プロジェクトや対人

（ 、『 』、援助の倫理と法 科研費平成17～19年度) 法経研究

『経済研究 『法政研究』を学部ホームページで紹介』、

した。

情報学部

NEWS欄及び情報学研究推進室のページを立ち上げるな

ど公開を進めた。

理学部

環境関連の新規プロジェクトや、学会表彰を受けた速

報性の高い研究成果を、ホームページ上速やかに公表

した。

工学部

（ 、 、平成１７年度静岡大学工学部年次報告書 組織 財政

教育、研究、学生の活動、国際連携等の実績等）をホ

ームページ上で公開した。

電子科学研究科

２１世紀ＣＯＥプログラムによる研究内容の現況につ

いて、ニュースレターを年３回発行した。

・教員データベースの学外公開項目を追加し、研究成果等

の情報を広く公開した。

学内刊行物の集約化を図 ・平成17年度までに電子化23件、発刊の中止８件を実施し

り、その電子化を進める。 た。

ホームページを充実し、外 ・教職員向けページの掲載項目を整理し、見やすい環境を

部からのアクセスを容易に 整えた。

する。 ・法科大学院ホームページを新たに開設し、ホームページ

を充実させるとともに、新たにキャンパスキャラクター

（しずっぴー）を設定し、親しみやすいアクセス条件を

整えた。

Ⅴ．その他の業務運営に関する重要事項

１．施設設備の整備・活用等に関する実施状況

高度化や情報化の進展に沿 ・実験研究の高度化や情報化に対応するための施設設備の

った施設設備の充実を図る 充実に向け、整備方策等の検討を行った。

ために整備水準を策定す

る。
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学生の福利厚生施設の実態 ・学生の福利厚生環境のより良い改善・充実を推進するた

、調査の実施と、課題の整理 め福利厚生施設に係る既存施設チェックリストを作成し

を行い、充実に向けた整備 実態調査を実施した。この結果を踏まえ、整備方策・水

水準を策定する。 準の設定を行った。

校舎等の老朽化改善・再生 ・施設整備費補助金等を財源として屋内運動場等７施設の

整備を図る。 耐震補強を中心とした改修整備を実施した他、年次計画

に基づく校舎屋上防水改修、トイレ改修等の老朽改善を

行った。

・施設修繕計画に基づく劣化防止対策事業を学内ホームペ

ージに公表し、要望のあった修繕を運営費交付金を財源

として実施した。

・施設の巡視点検による不具合箇所を確認し、緊急度評価

に基づく修繕等を実施した。

・運営費交付金を財源とする「目的積立金」により、空調

設備（人文学部Ｂ棟４階の３教室及び講義室）やトイレ

改修など学生教育環境の整備を行った。

大規模災害に対する施設設 ・全学における建物の耐震性能、キャンパスライフライン

備の安全性能を確認の上、 である受電設備等の基幹設備の安全性能を確認し、屋内

不良な点は速やかに改善す 運動場等７施設の耐震補強整備を行った。

る。 【改善事項】

防災上問題のある施設設備について、屋内運動場等７施

設の耐震補強を行い改善が進んだ。

室内環境の把握に努めると ・労働安全衛生法に基づく点検及び作業環境測定の実施に

ともに改善を要する箇所は より室内環境の把握と適正維持を行うことと併せ、施設

速やかに行う。 巡視点検による不具合箇所の確認と緊急度評価に基づく

修繕等対策を実施した。

・平成８年度以前に完成した全ての建物の吹き付けアスベ

スト実態調査を行い、必要な定性・定量分析及び室内空

気環境測定を実施し、室内環境の安全性を確認するとと

もに、緊急に対策が必要と判断した箇所については、速

やかに除去工事を実施した。

ハートビル法に準拠した施 ・ハートビル法に準拠した既存施設チェックリストを作成

設の改善に向け現状調査を し、これに基づく現地調査を行い、改善すべき課題を整

行い、課題を抽出し整備水 理して整備方策・水準の設定を行った。

準を策定する。
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屋外環境の実態の把握と課 ・屋外環境に係る既存施設チェックリストを作成し、これ

題を抽出し整備水準を策定 に基づく実態調査を行い、改善すべき課題を整理して整

する。 備方策・水準の設定を行った。

施設マネジメント委員会に ・施設の全面改修時等に備え、共同利用等有効な利活用に

おいて審議した有効活用に 資する整備手法等の検討を行った。

関する指針に基づき、施設

等の適切な共同利用や再配

分を積極的に進めるため整

備モデルを策定する。

施設に関する自己点検評価 ・施設の点検・評価の実態調査に基づく稼働率により講義

を徹底し、それに基づく有 室の空調整備優先順位を決定し順次、整備した。

効な利活用を推進する。 ・共通教育Ｃ棟において学生実験室の稼働率等向上を含む

集約一元化を目指した学生実験センター化第１期改修工

事を実施した。

施設に関する自己点検評価 ・施設の維持保全体制の整備の一環として 「施設なんで、

を徹底し 一元管理の下に も相談窓口」を開設した。、 、

計画的な建物の維持保全及 ・維持保全経費の一元管理の下、計画的に建物の維持保全

び管理の方策を作成し実施 を行うための施設管理計画を作成し、これに基づく劣化

する。 防止対策事業を学内ホームページに公表した。

平成18年度の全学ネットワ ・平成18年度設置予定の情報基盤整備に係る仕様策定を予

ーク更新に向け、学内ネッ 定どおり進めた。

トワークの運営体制を再検

討する。

２．安全管理に関する実施状況

防犯警備体制の強化を図 ・新入生の防犯意識高揚のために警察関係者の講演及び防

る。 犯講座を実施した。

・地域住民と連携した防犯意識高揚のためのキャンペーン

等を前期２回（４日間）及び後期１回（２日間）実施し

た。

・学内警備業務を法人本部に一元化し、これまでより巡回

回数を増やした。

危険薬品類の取扱いや有害 ・衛生管理者及び作業主任者代表者によって、巡視を定期
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廃液処理等の管理に係る規 的に行い，部屋ごとに有機溶剤・特定化学物質の管理状

則・マニュアルにより定期 況を確認し，使用簿・ＭＳＤＳの配備等を確認した。

点検を実施する。

有害廃液処理・実験等に使 ・各部局における安全対策への取り組み

用する化学薬品の管理、日 教育学部

常の心構え等について教育 ・新任の作業主任者の作業場点検・研修を年度初頭に実

・研修を行い、安全対策の 施。

徹底を図る。 ・防災訓練時に、化学薬品等の取り扱い訓練を実施。

・高圧ガスの取扱講習会など、安全意識を高める研修を

実施した。

理学部

・衛生管理者による巡視を毎週実施し、毎月１回開催の

理学部等安全衛生管理委員会で周知徹底を図った。

理工学研究科

・防災訓練時に危険薬品の保管状況等の点検と非常時に

おける薬品管理の教育訓練を実施した。

教職員の健康、安全を図る

ため、安全衛生管理体制を

恒常的に見直す。

－有機溶剤中毒予防及び特 ・昨年度申請し、審査中であった有機溶剤中毒予防規則に

定化学物質等障害予防規則 係る適用除外について、12作業場が認定された。

による適用除外申請業務に ・本年度新たに、有機溶剤中毒予防規則に係る適用除外申

関すること 請を６作業場申請した。

－作業環境測定業務に係る ・有機溶剤の第一種作業環境測定士免許資格者を３人養成

本学の取り扱いに関するこ した。これにより来年度から作業環境測定の一部を学内

と 者が行うこととなり、経費節減や実施時期の柔軟な対応

が可能となった｡

－機械及び薬品の適正管理 ・局所排気装置等定期自主検査インストラクター資格者を

に関すること １人養成した。これにより来年度から学内資格者によっ

て、局所排気装置定期自主検査者養成講習が実施可能と

なった。

・退職教員の機械・薬品類の処分・有効活用を徹底するた

め、各安全衛生管理委員会での業務の強化を図るととも

、 、に 定年退職教員に定年６月前に学長から文書で通知し

徹底することを制度化した｡
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・液体次亜塩素酸を使用する附属学校園・学寮の調理室、

プールの水質調整室等の作業場に、法で定められた基準

以上に危険物取扱作業指揮者を配置するとともに保護具

を整備し、災害発生の予防に努めた｡

・エックス線発生装置及び局所排気装置の学内実態調査を

実施し、問題点の把握に努めた。

・液体窒素保安講習会を実施した。

事故発生時の初動対応マニ ・研修・訓練等の実施に向け、事故処理マニュアルを更新

ュアルに基づいて研修・訓 した。

練を行う。

実験に使用する薬品の購入 ・総合管理システムの構築に向け、検討を進めた。

管理、使用管理、廃液処理

までの総合管理システムを

、 。構築に向け 検討を進める

、新入生セミナー及び総合科 ・新入生セミナーで１年生全員に防災講演を行うとともに

目において学生に対する地 ３年生向けに総合科目｢地震防災｣を実施した。

。震･防災教育の充実を図る

緊急時に対応可能な学内防 ・近隣の消防署及び警察並びに病院等も交えた、より実効

災体制組織の一層の連携強 的な緊急時の防災組織体制を構築することとした。

化を図る。

学生・教職員等の安否確認 ・平成18年度入学生を対象に、現在学生案内に綴じ込みさ

体制の早期実現を図る。 れている葉書による災害時安否確認について、料金受取

人払いに変更し、確認強化体制を整備した。

・安全性が高く安価な安否確認システムの導入について、

検討を進めた。

防災・ボランティアセンタ ・防災・ボランティアセンターを中心として①新入生対象

ーを中心に、地域住民との の防災訓練、②サバイバル訓練、③避難所体験訓練を実

防災ネットワークセンター 施した。

及び地方自治体との連携の ・それらの訓練を通して、元本学職員の支援を得て、学生

充実を図る。 の企画・立案能力の養成及びボランティアリーダーの育

成を行った。

・浜松地区では，地震防災のための学生ボランティアグル

ープとして16年12月９日にネットワークを立上げ，17年

５月14日に新入生に対する防災訓練を実施した （訓練。
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受講者約20名）

地震発生時の初動体制を確 ・全学一斉地震防災訓練を実施し、初動体制の確認、非常

立するため、有効で実用的 時脱出用シューター等の降下訓練のほか、今年度から新

な防災トレーニングを実施 たにトリアージ訓練及びボランティアセンター設営訓練

するとともに、教職員、学 を実施し、教職員・学生の防災意識の高揚を図った。

生への一層の周知徹底を図

る。

大学キャンパスが有事の際 ・防災対策委員会において、避難地としての機能を果たす

の避難地としての機能を果 ための第一段階として各建物の玄関に入室可能な部屋の

たすために、避難場所、防 全体図を早急に設置することを決定するとともに、食糧

災倉庫等の整備及び食糧の の備蓄等について検討を進めた。

備蓄方法等を検討する。 ・工学部では、浜松地区における災害への備えて、静大生

協で常時1500食分以上を備蓄した。

Ⅵ．予算（人件費見積含む 、収支計画及び資金計画。）

１．予算
（単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額
（ ）決算－予算

収入

運営費交付金 10,199 10,199 0

施設整備費補助金 459 469 10

船舶建造費補助金 0 0 0

施設整備資金貸付金償還時補助金 669 2,006 1,337

補助金等収入 0 46 46

国立大学財務・経営センター施設費交

付金 54 54 0

自己収入 6,395 6,457 62

授業料、入学金及び検定料収入 6,281 6,303 22

附属病院収入 0 0 0

財産処分収入 0 0 0

雑収入 114 154 40

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 1,059 1,735 676

長期借入金収入 0 0 0

貸付回収金 0 0 0

承継剰余金 0 0 0

旧法人承継積立金 0 0 0

目的積立金取崩 0 112 112

計 18,835 21,078 2,243

支出
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業務費 11,936 12,122 186

教育研究経費 11,936 12,122 186

診療経費 0 0 0

一般管理費 4,658 3,691 △967

施設整備費 459 469 10

船舶建造費 0 0 0

補助金等 0 46 46

産学連携等研究経費及び寄附金事業費

等 1,059 1,628 569

貸付金 0 0 0

長期借入金償還金 669 2,006 1,337

国立大学財務・経営センター施設費納

付金 54 54 0

計 18,835 20,016 1,181

２．人件費

（単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額
（ ）決算－予算

人件費（退職手当は除く） 12,283 11,861 △422

３．収支計画

（単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額
（ ）決算－予算

費用の部 17,677 17,887 210

経常費用 17,677 17,877 200

業務費 16,681 16,855 173

教育研究経費 2,315 2,651 336

診療経費 0 0 0

受託研究経費等 758 1,277 519

役員人件費 125 100 △24

教員人件費 9,818 9,656 △162

職員人件費 3,666 3,171 △495

一般管理費 832 398 △434

財務費用 0 7 7

雑損 0 0 0

減価償却費 164 617 453

臨時損失 0 10 10

収益の部 17,677 18,355 677

経常収益 17,677 18,348 670

運営費交付金収益 10,199 9,836 △363

授業料収益 5,177 5,276 99
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入学金収益 794 800 7

検定料収益 183 183 △0

附属病院収益 0 0 0

補助金等収益 0 29 29

受託研究等収益 758 1,292 533

寄附金収益 288 311 23

財務収益 0 0 0

雑益 114 211 98

資産見返運営費交付金等戻入 45 36 △9

資産見返補助金等戻入 0 1 1

資産見返寄附金戻入 4 70 66

資産見返物品受贈額戻入 115 302 187

臨時利益 0 7 7

純利益 0 467 467

目的積立金取崩益 0 18 18

総利益 0 485 485

４．資金計画

（単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額
（ ）決算－予算

資金支出 20,888 23,488 2,600

業務活動による支出 17,738 17,342 △396

投資活動による支出 653 3,047 2,394

財務活動による支出 669 202 △467

翌年度への繰越金 1,828 2,896 1,068

資金収入 20,888 23,488 2,600

業務活動による収入 17,653 18,430 777

運営費交付金による収入 10,199 10,199 0

授業料・入学金及び検定料による

収入 6,281 6,303 22

附属病院収入 0 0 0

受託研究等収入 758 1,301 543

補助金等収入 0 38 38

寄附金収入 301 421 120

その他の収入 114 168 54

投資活動による収入 1,182 2,524 1,342

施設費による収入 1,182 523 △659

その他の収入 0 2,000 2,000

財務活動による収入 0 0 0

前年度よりの繰越金 2,053 2,534 481



- -61

Ⅶ．短期借入金の限度額

該当なし

Ⅷ．重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

該当なし

Ⅸ．剰余金の使途

目的積立金取崩額 １１２，１４７，４００円

教育研究環境整備資産の購入及び費用の発生

Ⅹ．その他

１．施設・設備に関する状況

施設・設備の内容 決定額 百万円 財 源（ ）

営繕事業 総額 ５２３ 国立大学財務・経営センタ

ー施設費交付金 （５４）

（大谷） 施設整備費補助金

屋内運動場改修 （４６９）

（布橋他）

（附属小中養）屋内運動場等改修

アスベスト対策事業

２．人事に関する状況

○教員人事について

雇用方針 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標

・任期制・公募制の積極的活用により、教 を達成するための措置」

育・研究等それぞれの分野にふさわしい Ｐ４８参照

人材を雇用するとともに教員の流動性を

高める。

・女性教員、外国人及び障害者の採用を積
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極的に進め、多様な教員構成を図る。

人事評価システムの整備 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標

・教育・研究、地域連携、国際連携、管理 を達成するための措置」

運営への貢献などを評価し、待遇改善 Ｐ４８参照

に反映するシステムを構築する。

○事務系職員について

雇用方針 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標

・東海・北陸地区国立大学法人等職員採用 を達成するための措置」

試験による採用を原則とするが、専門性 Ｐ４９参照

の高い職種については、大学独自の採用

制度を構築する。

人事育成方針 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標

・業務に即した知識を深め、具体的な課題 を達成するための措置」

に対応しうる判断力、行動力を身につけ Ｐ４９参照

ることができるよう、能力開発プログラ

ムを組み入れた研修の制度化を図る。

・民間企業等での研修の機会を充実させ

る。

・職務内容の特性に応じて在任期間を長期

化し、事務職員の専門能力を高める。

人事交流 法人化を契機に、人事交流の量から質への転

・組織の活性化を図るため、関係機関との 換を図るため、人事交流を精選した。また、

人事交流を継続する。 県内５機関との人事交流については、今後も

継続していくことを確認した。

（参考）

平成15年度 平成16年 平成17年度

機関数 人数 機関数 人数 機関数 人数

転入 4 12 4 8 1 2

転出 10 40 9 29 7 20

人事評価システムの整備 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標

・管理運営業務、教育研究支援業務等職務 を達成するための措置」

への貢献を評価し待遇に反映させるシ Ｐ５２参照

ステムを構築する。

○人件費について 「財務内容の改善に関する目標を達成するた

人件費の効率的な運用を図るため、全学的 めの措置」

な人員配置及び人件費管理計画を策定す Ｐ５２参照

る。
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３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細

（１）運営費交付金債務の増減額の明細

（単位：百万円）

当期振替額
交付金当

交付年度 期首残高 期交付金 運営費交 資産見返 資本 期末残高
付金収益 運営費交 剰余金 小計

付金

平成１６年 189 - 189 - - 189 -
度

平成１７年 - 10,198 9,646 103 - 9,749 449
度

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成１６年度交付分

（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

成果進行基
準による振
替額 0 該当なし

期間進行基
準による振
替額 0 該当なし

費用進行基 運営費交付 189 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当
準による振 金収益 ②当該業務に係る損益等
替額 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：189

資産見返運 0 (退職手当：189)
営費交付金 ③運営費交付金の振替額の積算根拠

業務進行に伴い支出した運営費交付金債務189百
資本剰余金 0 万円を収益化。

計 189

国立大学法

人会計基準 0 該当なし

第77第３項

による振替

額

合計 189
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②平成１７年度交付分

（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

成果進行基 運営費交付 27 ①成果進行基準を採用した事業等：フィールドワー
準による振 金収益 ク教育推進事業、その他
替額 ②当該業務に関する損益等

ｱ)損益計算書に計上した費用の額：27
資産見返運 8 (改修工事費：1、消耗品費：18、役務費3、その
営費交付金 他の経費：3)

イ）自己収入に係る収益計上額：39
資本剰余金 0 ウ)固定資産の取得額：建物等 5、工具器具 2

③運営費交付金収益化額の積算根拠
各事業共計画に対する達成率が100％であり、成

計 36 果が得られたため当該業務に係る運営費交付金債務
を全額収益化。

期間進行基 運営費交付 8,621 ①期間進行基準を採用した事業等：成果進行基準及
準による振 金収益 び費用進行基準を採用した業務以外の全ての業務
替額 ②当該業務に関する損益等

資産見返運 94 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：8,621
営費交付金 (人件費：8,319、法人本部管理費：301、その他

の経費1)
資本剰余金 0 ｲ)固定資産の取得額：建物等32、構築物36、工具

器具7、その他18
計 8,716 ③運営費交付金の振替額の積算根拠

学生収容定員が一定数（85％）を満たしていたた
め、期間進行業務に係る運営費交付金債務を全額収
益化。

費用進行基 運営費交付 996 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当、教育
準による振 金収益 支援事業（国際化する「ものづくり」大県静岡をさ
替額 さえる法曹の養成、IT倫理観醸成教育用情報機器、

資産見返運 0 障害学生学習支援等経費 、学校共済掛金、その他）
営費交付金 ②当該業務に係る損益等

ｱ)損益計算書に計上した費用の額：996 (退職手
資本剰余金 0 当：875、備品費99、消耗品費15、役務費3、改修

工事費2)
計 ｲ)固定資産の取得額：図書0

997 ③運営費交付金の振替額の積算根拠
業務進行に伴い支出した運営費交付金債務996百

万円を収益化。

国立大学法

人会計基準 0 該当なし

第77第３項

による振替

額

合計 9,749
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（３）運営費交付金債務残高の明細

（単位：百万円）

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

平成１７年 成果進行基

度 準を採用し 0 該当なし

た業務に係

る分

期間進行基

準を採用し 0 該当なし

た業務に係

る分

費用進行基 退職手当

準を採用し 449 ・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用

た業務に係 する予定。

る分

計 449

．関連会社及び関連公益法人等
Ⅸ

１．特定関連会社

該当なし

２．関連会社

該当なし

３．関連公益法人等

関連公益法人等 代表者名

財団法人 浜松電子工学奨励会 理事長 萩 野 實


